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ブ
レ
グ
ジ
ッ
ト
と
イ
ギ
リ
ス
憲
法

│
二
〇
一
六
年
国
民
投
票
に
お
け
る
〝
国
民
の
ヴ
ェ
ト
〞
の
意
味
す
る
と
こ
ろ

│

加　
　

藤　
　

紘　
　

捷

一
．
は
じ
め
に
（
問
題
の
所
在
）

周
知
の
通
り
、
イ
ギ
リ
ス
は
原
加
盟
六
カ
国
に
遅
れ
る

（
1
）

こ
と
二
〇
年
、
一
九
七
三
年
一
月
一
日
、
隣
国
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
及
び
北
欧
デ

ン
マ
ー
ク
と
と
も
に

（
2
）

、
当
時
の
Ｅ
Ｃ
（
欧
州
共
同
体
）（
現
Ｅ
Ｕ
）
に
加
盟
し
た

（
3
）

。
し
か
し
、
加
盟
に
あ
た
っ
て
は
、
一
九
六
一
年
、

一
九
六
七
年
と
、
二
度
の
加
盟
申
請
を
し
な
が
ら
、
二
度
と
も
拒
否
さ
れ
た

（
4
）

苦
い
経
験
を
持
つ
。
一
九
七
〇
年
六
月
三
〇
日
、
三
度
目
の

申
請
で
よ
う
や
く
加
盟
を
認
め
ら
れ
た
。
最
初
の
加
盟
申
請
か
ら
加
盟
を
果
た
す
ま
で
実
に
一
二
年
も
の
歳
月
を
要
し
た
こ
と
に
な
る

（
5
）

。

そ
れ
ほ
ど
の
苦
節
を
経
験
し
な
が
ら
、
加
盟
か
ら
四
三
年
を
経
過
し
た
二
〇
一
六
年
六
月
二
三
日
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相

（
6
）

は
二
〇
一
三
年
に

論　

説

（
九
〇
一
）
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六
四

公
約
し
た
通
り
、
国
民
に
Ｅ
Ｕ
に
残
留
す
る
か
、
脱
退
す
る
か
を
問
う
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
、
す
な
わ
ち
、
国
民
投
票
に
打
っ
て
出
た
。
そ

れ
は
、
首
相
と
し
て
は
、
Ｅ
Ｕ
に
加
盟
条
件
の
再
交
渉
を
迫
っ
た
う
え
で
の
、
Ｅ
Ｕ
残
留
を
勝
ち
取
る
と
の
基
本
方
針
下
、
満
を
持
し
て

国
民
投
票
に
臨
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
閣
内
の
Ｅ
Ｕ
懐
疑
派
の
反
対
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
閣
内
一
致
の
原
則
を
棚

上
げ
に
し
、
彼
ら
の
反
対
を
公
然
と
許
す
形
で
の
選
挙
戦
と
な
っ
た
。
結
果
は
、
周
知
の
通
り
、
わ
ず
か
四
％
の
僅
差
と
は
い
え
、
Ｅ
Ｕ

残
留
を
目
指
し
た
首
相
の
方
針
に
反
し
て
、
国
民
の
多
数
は
Ｅ
Ｕ
離
脱
の
回
答
を
出
し
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
の
め
ざ
す
Ｅ
Ｕ
残
留
は
失
敗

に
終
わ
っ
た

（
7
）

の
で
あ
る
。

こ
の
結
果
は
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
的
勝
利
と
し
て
各
方
面
よ
り
衆
目
を
浴
び
る
一
方
で
、
イ
ギ
リ
ス
憲
法
上
、

法
的
主
権
は
議
会
に
存
し
、
か
つ
、
代
表
制
統
治
を
旨
と
す
る
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
、
国
民
か
ら
ヴ
ェ
ト
の
回
答
が
出
さ
れ
た
意
味
は
一

考
に
値
す
る
。
と
い
う
の
も
、
遡
る
こ
と
一
八
九
〇
年
、
自
由
党
の
グ
ラ
ッ
ド
ス
ト
ン
内
閣
が
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
自
治
権
を
与
え
る
法
案

を
議
会
に
出
そ
う
と
し
た
と
き
、
一
九
世
紀
の
憲
法
学
の
泰
斗
Ａ
．Ｖ
．ダ
イ
シ
ー
が
、
法
案
成
立
の
前
提
と
し
て
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
、
す

な
わ
ち
、
国
民
投
票
を
行
う
べ
し
と

（
8
）

、
提
唱
し
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
、
議
会
主
権
の
下
、
二
大
政
党
に
よ
る
代
議
制
統
治
を
イ
ギ
リ
ス

政
治
の
基
本
と
し
な
が
ら
も
、
下
院
で
多
数
を
占
め
る
政
党
が
憲
法
に
格
別
の
変
更
を
も
た
ら
す
決
定
を
行
お
う
と
す
る
場
合
、
国
民
投

票
を
提
唱
し
、
こ
れ
を
政
党
政
治
に
対
す
る
国
民
の
チ
ェ
ッ
ク
な
い
し
ヴ
ェ
ト
（veto

）
と
し
て
あ
り
う
べ
き
手
段
と
見
た

（
9
）

。
そ
の
う
え

で
、
当
時
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
自
治
権
を
与
え
る
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
憲
法
の
大
枠
に
変
更
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
り
、
彼
は
こ
れ
を
議
会

に
お
け
る
多
数
党
だ
け
で
決
め
る
こ
と
に
疑
義
を
呈
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
一
八
九
〇
年
に
お
け
る
彼
の
提
唱
に
も
関
わ
ら
ず
、
提
唱
以
来
、
こ
れ
ま
で
イ
ギ
リ
ス
で
は
い
か
な
る
国
民
投
票
も
行
わ
れ

な
い
で
き
た
。
し
か
し
近
時
の
イ
ギ
リ
ス
憲
法
の
新
し
い
実
務
的
特
徴
は
、
地
域
レ
ベ
ル
だ
け
で
な
く
、
国
レ
ベ
ル
で
も
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ

（
九
〇
二
）



ブ
レ
グ
ジ
ッ
ト
と
イ
ギ
リ
ス
憲
法
（
加
藤
）

六
五

ム
が
活
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
注
目
に
値
す
る
。
地
域
レ
ベ
ル
で
は
二
〇
一
四
年
九
月
に
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
で
イ
ギ
リ
ス
か
ら
の
独
立

を
問
う
住
民
投
票
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
ま
だ
記
憶
に
新
し
い

（
10
）

。

国
レ
ベ
ル
で
は
、
こ
れ
ま
で
三
回
行
わ
れ
た
。
最
初
は
、
イ
ギ
リ
ス
が
一
九
七
三
年
に
Ｅ
Ｃ
加
盟
を
果
た
し
て
二
年
後
、
一
九
七
五
年
、

当
時
の
ウ
ィ
ル
ソ
ン
労
働
党
内
閣
に
よ
り
行
わ
れ
、
こ
れ
は
、
イ
ギ
リ
ス
が
こ
の
ま
ま
Ｅ
Ｃ
に
留
ま
る
か
ど
う
か
に
関
す
る
も
の
レ
フ
ァ

レ
ン
ダ
ム
で
、
憲
法
史
の
視
点
か
ら
イ
ギ
リ
ス
史
上
初
め
て
の
国
民
投
票
と
な
っ
た

（
11
）

。

二
度
目
は
二
〇
一
一
年
、
小
選
挙
区
制
に
代
え
て
対
案
投
票
制
を
導
入
す
る
か
ど
う
か
を
問
う
国
民
投
票
と
し
て
行
わ
れ
た

（
12
）

。
だ
が
、

結
果
と
し
て
国
民
の
多
数
に
よ
り
否
決
さ
れ
、
総
選
挙
は
今
も
小
選
挙
区
制
の
ま
ま
と
な
っ
て
い
る
。
次
い
で
三
回
目
が
今
回
二
〇
一
六

年
六
月
に
行
わ
れ
た
Ｅ
Ｕ
へ
残
留
す
る
か
離
脱
す
る
か
を
問
う
国
民
投
票
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
国
民
投
票
は
近
時
の
イ
ギ
リ
ス
憲
法
に
お
け
る
新
し
い
現
象
で
あ
り
、
ダ
イ
シ
ー
流
に
言
え
ば
、
最
初
の
一
九
七
五
年
の

国
民
投
票
で
は
、
国
民
に
よ
る
〝
イ
エ
ス
〞
の
結
果
が
出
た
が
、
そ
れ
以
外
の
二
〇
一
一
年
の
時
と
、
今
回
の
二
〇
一
六
年
の
国
民
投
票

（
13
）

で
は
共
に
国
民
に
よ
る
ノ
ー
、
す
な
わ
ち
〝
ヴ
ェ
ト
〞（V

eto

）
で
あ
っ
た
。

本
稿
で
は
、
そ
の
う
ち
、
一
回
目
と
三
回
目
の
国
民
投
票
で
は
い
ず
れ
も
Ｅ
Ｃ
あ
る
い
は
Ｅ
Ｕ
に
関
す
る
も
の
で
比
較
考
察
に
値
す
る

と
考
え
る
。
双
方
と
も
、
後
に
触
れ
る
よ
う
に
、
憲
法
上
の
閣
内
一
致
の
原
則
を
棚
上
げ
し
て
の
、
異
例
の
国
民
投
票
で
あ
っ
た
が
、

二
〇
一
六
年
に
国
民
が
出
し
た
回
答
は
、
一
九
七
五
年
の
そ
れ
と
は
正
反
対
の
ヴ
ェ
ト
、
す
な
わ
ち
ノ
ー
の
回
答
で
あ
っ
た
。
そ
の
原
因
、

と
く
に
閣
内
で
親
欧
州
派
と
欧
州
懐
疑
派
（
反
欧
州
派
を
含
む
）
と
の
分
裂
を
呼
ぶ
こ
と
と
な
っ
た
背
景
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
、
両
者
の

国
民
投
票
を
比
較
考
察
し
、
イ
ギ
リ
ス
憲
法
の
基
本
原
理
で
あ
る
議
会
主
権
の
下
、
イ
ギ
リ
ス
が
Ｅ
Ｃ
加
盟
か
ら
欧
州
と
ど
の
よ
う
に
向

き
合
い
、
究
極
的
に
二
〇
一
六
年
の
国
民
投
票
で
Ｅ
Ｕ
か
ら
の
脱
退
の
回
答
を
出
す
に
至
っ
た
国
民
に
よ
る
ヴ
ェ
ト
の
意
味
を
考
え
て
み

（
九
〇
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

六
六

た
い
。

な
お
、
表
題
の
「
ブ
レ
グ
ジ
ッ
ト
」（B

rexit

）
は
イ
ギ
リ
ス
が
Ｅ
Ｕ
か
ら
脱
退
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
混
成
語
で
あ
る
が
、
本
稿
の
表

題
だ
け
で
な
く
、
論
考
内
で
も
便
宜
上
し
ば
し
ば
使
用
す
る

（
14
）

の
で
許
さ
れ
た
い
。

二 

．
国
民
投
票
か
ら
Ｅ
Ｕ
条
約
第
五
〇
条
に
基
づ
く
脱
退
通
告
と
二
〇
一
八
年
Ｅ
Ｕ
（
脱
退
）
法
案
の
提
出
に

至
る
ま
で
の
経
緯

⑴　

と
こ
ろ
で
、
政
権
内
の
最
重
要
な
Ｅ
Ｕ
関
係
の
政
策
が
二
〇
一
六
年
六
月
の
国
民
投
票
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
た
こ
と
を
重
く
見
た

キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
は
、「
国
民
は
離
脱
へ
と
投
票
し
た
。」「
彼
ら
の
意
思
は
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。」「
安
定
し
た
政
治
が
必
要
で
、

そ
の
た
め
に
は
新
し
い
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
求
め
ら
れ
る
」
と
、
六
月
二
四
日
、
首
相
を
辞
任
す
る
こ
と
を
表
明
し

（
15
）

、
辞
任
。
キ
ャ
メ
ロ

ン
首
相
に
代
わ
っ
て
二
〇
一
七
年
七
月
一
三
日
、
サ
ッ
チ
ャ
ー
に
次
ぐ
、
二
人
目
の
女
性
宰
相
メ
イ
首
相

（
16
）

が
誕
生
し
た
こ
と
は
周
知
の
通

り
で
あ
る
。
以
下
、
国
民
に
よ
る
ヴ
ェ
ト
の
憲
法
的
意
味
を
探
る
前
に
、
国
民
投
票
後
、
政
府
に
よ
る
Ｅ
Ｕ
へ
の
離
脱
通
告
に
待
っ
た
を

か
け
た
ミ
ラ
ー
事
件
の
最
高
裁
判
決
、
そ
し
て
議
会
に
よ
る
離
脱
通
告
承
認
法
案
の
提
出
、
Ｅ
Ｕ
条
約
五
〇
条
に
基
づ
く
、
脱
退
通
告
そ

し
て
二
〇
一
八
年
ブ
レ
グ
ジ
ッ
ト
法
案
の
提
出
に
至
る
経
緯
を
本
稿
に
必
要
な
限
り
、
以
下
に
要
約
し
て
述
べ
て
お
こ
う
。

⑵　

最
高
裁
判
所
判
決
と
Ｅ
Ｕ
へ
の
脱
退
通
告

メ
イ
首
相
は
直
ち
に
Ｅ
Ｕ
条
約
五
〇
条

（
17
）

に
基
づ
き
、
Ｅ
Ｕ
側
に
Ｅ
Ｕ
か
ら
の
脱
退
を
通
告
す
る
と
声
明
を
発
表
し
た
。
し
か
し
、
こ
の

（
九
〇
四
）



ブ
レ
グ
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ッ
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と
イ
ギ
リ
ス
憲
法
（
加
藤
）

六
七

声
明
を
受
け
て
、
市
民
の
中
か
ら
ミ
ラ
ー
（
及
び
サ
ン
ト
ス
）
が
Ｅ
Ｕ
か
ら
イ
ギ
リ
ス
が
脱
退
す
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
市
民
が
享
受
し
て
き

た
Ｅ
Ｕ
法
上
の
諸
権
利
を
す
べ
て
失
う
こ
と
に
な
る
、
憲
法
上
、
政
府
は
議
会
の
事
前
の
承
認
な
し
に
脱
退
の
交
渉
は
で
き
な
い
と
の
訴

え
が
提
起
さ
れ
た
。
こ
の
事
件
は
提
訴
し
た
市
民
の
一
人
ミ
ラ
ー
の
名
を
と
っ
て
一
般
的
に
ミ
ラ
ー
事
件

（
18
）（M

iller C
ase

）
と
称
さ
れ
て
い

る
。
ミ
ラ
ー
の
主
張
は
高
等
裁
判
所
（
合
議
法
廷

（
19
））

で
認
容
さ
れ
、
原
告
勝
訴
と
な
っ
た
た
め
、
政
府
は
こ
れ
を
不
服
と
し
て
直
ち
に
最

高
裁
判
所
に
上
訴
し
た
。

結
果
は
、
ミ
ラ
ー
の
主
張
通
り
、
議
会
の
事
前
の
承
認
な
し
に
政
府
は
Ｅ
Ｕ
に
脱
退
通
告
は
で
き
な
い
と
同
最
高
裁
は
高
等
裁
判
所
判

決
を
支
持
し
た

（
20
）

。
こ
れ
を
受
け
て
議
会
が
開
催
さ
れ
、
審
議
の
結
果
、
二
〇
一
七
年
Ｅ
Ｕ
離
脱
通
告
承
認
法

（
21
）

が
制
定
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ

り
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
正
式
に
欧
州
理
事
会
に
脱
退
を
通
告
で
き
る
権
限
が
付
与
さ
れ

（
22
）

、
そ
れ
に
基
づ
き
、
二
〇
一
七
年
三
月
二
九
日
、
政

府
は
Ｅ
Ｕ
へ
脱
退
通
告
を
行
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
二
年
間
の
脱
退
交
渉
が
開
始
さ
れ
、
二
〇
一
九
年
三
月
末
ま
で
に
Ｅ
Ｕ
脱

退
の
大
枠
を
定
め
る
脱
退
協
定
の
合
意
を
目
指
す
こ
と
と
な
っ
た
。
但
し
二
年
後
の
、
二
〇
一
九
年
三
月
末
に
予
定
通
り
イ
ギ
リ
ス
は

Ｅ
Ｕ
か
ら
正
式
に
脱
退
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
な
お
予
断
を
許
さ
な
い
状
況
が
続
い
て
い
る
が
、
そ
れ
に
関
し
て
は
今
後
の
課
題
と
し
、

本
稿
で
は
割
愛
す
る
。

⑶　

ブ
レ
グ
ジ
ッ
ト
法
案
の
提
出

た
だ
し
、
も
し
イ
ギ
リ
ス
と
Ｅ
Ｕ
間
で
合
意
さ
れ
る
離
脱
協
定
案
が
イ
ギ
リ
ス
議
会
と
欧
州
議
会
で
承
認
さ
れ
れ
ば
イ
ギ
リ
ス
は

二
〇
一
九
年
三
月
末
に
Ｅ
Ｕ
か
ら
の
離
脱
が
正
式
に
決
ま
り
、
二
〇
一
九
年
三
月
三
〇
日
に
イ
ギ
リ
ス
は
Ｅ
Ｕ
に
と
り
第
三
国
に
な
る
こ

と
、
及
び
、
移
行
期
間
が
設
け
ら
れ
、
二
〇
二
〇
年
一
二
月
三
一
日
を
超
え
な
い
範
囲
で
、
引
き
続
き
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
で
あ
る
か
の
よ
う

（
九
〇
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

六
八

に
Ｅ
Ｕ
法
体
系
の
す
べ
て
が
イ
ギ
リ
ス
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
と
並
行
し
て
、
メ
イ
政
権
は
二
〇
一
六
年
、
国
会
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
正
式
脱
退
を
見
込
ん
で
、
一
九
七
二
年
欧
州
共
同
体
法
を
廃

止
す
る
た
め
、
ブ
レ
グ
ジ
ッ
ト
法
案
（B

rexit B
ill

）（
こ
れ
ま
で
し
ば
し
ば
大
廃
止
法
案G

reat R
epeal B

ill

と
言
わ
れ
て
い
た
）
を
提
出
し
た
。

そ
れ
は
、
二
〇
一
八
年
六
月
二
〇
日
、「
二
〇
一
八
年
Ｅ
Ｕ
（
脱
退
）
法

（
23
）

」（2018. c. 16

）
と
の
名
で
議
会
を
通
過
し
、
同
年
六
月
二
六
日
、

国
王
の
裁
可
を
得
た
。
ブ
レ
グ
ジ
ッ
ト
法
の
長
称
に
よ
れ
ば
、「
一
九
七
二
年
欧
州
共
同
体
法
を
廃
止
し
、
か
つ
、
連
合
王
国
の
Ｅ
Ｕ
か

ら
の
脱
退
に
関
し
て
別
に
規
定
を
設
け
る
法
」
と
あ
り
、
同
法
第
一
条
に
お
い
て
「
一
九
七
二
年
欧
州
共
同
体
法
は
、
脱
退
の
日
（exit 

day

）
に
廃
止
さ
れ
る
」
と
規
定
す
る
。
つ
い
で
同
脱
退
法
の
第
二
条
で
、
こ
れ
ま
で
効
力
を
有
し
て
い
た
Ｅ
Ｕ
法
を
イ
ギ
リ
ス
の
国
内

法
に
転
換
し
、
こ
れ
ら
を
〝
Ｅ
Ｕ
に
由
来
す
る
国
内
法
〞（E

U
-derived dom

estic law

）
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
の
法
体
系
の
中
に
残
存
す
る

こ
と
と
し
て
い
る
。
ス
ム
ー
ズ
な
ブ
レ
グ
ジ
ッ
ト
を
確
保
す
る
た
め
、
こ
の
立
法
を
通
じ
て
、
こ
れ
ま
で
の
Ｅ
Ｕ
法
は
イ
ギ
リ
ス
法
に
転

換
さ
れ
る
こ
と
に
予
定
さ
れ
て
い
る
。

三
．
二
〇
一
六
年
の
国
民
投
票
に
お
け
る
〝
国
民
の
ヴ
ェ
ト
〞
の
意
味

以
上
、
イ
ギ
リ
ス
の
一
九
七
三
年
の
Ｅ
Ｃ
加
盟
か
ら
、
予
定
さ
れ
た
二
〇
一
九
年
三
月
に
向
け
て
Ｅ
Ｕ
か
ら
脱
退
す
る
ま
で
の
プ
ロ
セ

ス
を
時
系
列
的
に
述
べ
た
。
し
か
し
遡
っ
て
考
え
た
と
き
、
イ
ギ
リ
ス
は
Ｅ
Ｃ
加
盟
を
果
た
し
て
後
も
、
欧
州
統
合
の
動
き
と
は
一
定
の

距
離
を
置
き
、
共
通
通
貨
ユ
ー
ロ
を
採
用
せ
ず
、
ま
た
、
Ｅ
Ｕ
域
内
で
入
国
審
査
を
免
除
さ
れ
る
シ
ェ
ン
ゲ
ン
協
定
に
も
加
盟
し
な
い
で

済
む
特
別
の
地
位
を
与
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
加
え
て
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
加
盟
条

（
九
〇
六
）



ブ
レ
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ス
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法
（
加
藤
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六
九

件
を
再
交
渉
に
よ
り
有
利
に
導
い
た
う
え
で
、
二
〇
一
六
年
六
月
、
満
を
持
し
て
国
民
に
Ｅ
Ｕ
残
留
か
離
脱
か
を
問
う
国
民
投
票
に
踏
み

切
っ
た
こ
と
に
ど
の
よ
う
な
勝
算
が
あ
っ
た
の
か
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
は
な
は
だ
疑
義
を
も
つ
も
の
だ
っ
た
。
果
し
て
、
キ
ャ
メ
ロ
ン

首
相
の
期
待
を
裏
切
っ
て
、
国
民
の
答
え
は
〝
否
〞
で
あ
っ
た
。

い
っ
た
い
、〝
ヴ
ェ
ト
〞
の
答
え
の
背
景
に
あ
る
Ｅ
Ｕ
離
脱
の
原
因
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
探
り
、
明
ら
か
に
し
よ

う
と
思
う
。

と
こ
ろ
で
、
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
国
民
投
票
は
イ
ギ
リ
ス
憲
法
に
と
り
、
近
時
の
新
し
い
現
象
に
過
ぎ
な
い
。
今
か
ら
一
二
八
年

も
前
の
一
八
九
〇
年
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
自
治
権
を
与
え
る
法
案
を
国
会
に
出
そ
う
と
し
た
と
き
、
一
九
世
紀
の
憲
法
学
者
で
あ
る
Ａ
．

Ｖ
．ダ
イ
シ
ー
が
、
法
案
成
立
の
前
提
と
し
て
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
、
す
な
わ
ち
国
民
投
票
を
行
う
べ
し
と
初
め
て
提
唱
し
た
こ
と
に
由

来
す
る

（
24
）

。

し
か
も
ダ
イ
シ
ー
は
当
時
、
国
民
投
票
を
提
唱
し
な
が
ら
、
わ
ず
か
そ
の
五
年
前
の
一
八
八
五
年
に
、『
憲
法
研
究
序
説
』
を
著
し
、

そ
の
中
で
、
イ
ギ
リ
ス
憲
法
の
基
本
原
理
の
か
な
め
石
と
し
て
の
〝
議
会
主
権
の
原
理
〞
を
明
確
に
印
し
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
そ
れ
以

前
、
一
八
三
二
年
の
選
挙
制
度
の
大
改
正
か
ら
普
通
選
挙
権
が
獲
得
さ
れ
る
ま
で
、
イ
ギ
リ
ス
憲
法
の
基
本
的
特
徴
は
、
主
権
が
議
会
に

あ
り
、
国
民
投
票
は
議
会
主
権
と
一
致
せ
ず
、
違
憲
で
あ
る
と
さ
え
言
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る

（
25
）

。
し
か
し
、
今
は
違
う
。
ダ
イ
シ
ー
が
生

き
た
一
九
世
紀
は
議
会
制
民
主
主
義
が
確
立
す
る
時
代
、
そ
の
中
で
彼
は
、
議
会
主
権
の
下
、
代
議
制
政
治
を
基
本
に
し
な
が
ら
も
、
時

と
し
て
、
下
院
で
多
数
を
占
め
る
党
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
手
段
と
し
て
断
固
、
国
民
投
票
を
提
唱
し
た
の
で
あ
る
。
彼
曰
く
、
レ
フ
ァ
レ
ン

ダ
ム
は
国
民
に
よ
る
拒
否P

eople ’s V
eto

で
あ
る
と
。
も
し
、
そ
う
だ
と
す
る
と
、
二
〇
一
六
年
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
が
満
を
持
し
て

提
案
し
た
国
民
投
票
に
よ
る
結
果
は
、
ま
さ
に
国
民
のV

eto

、
つ
ま
りN

o

で
あ
っ
た

（
26
）

。
国
民
に
よ
るN

o

の
背
景
は
ど
こ
に
あ
る
か
。

（
九
〇
七
）
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月
）

七
〇

四
．
ヒ
ー
ス
政
権
、
Ｅ
Ｃ
加
盟
時
に
国
民
投
票
の
回
避

そ
の
原
因
を
探
ろ
う
と
す
る
と
き
、
そ
れ
は
遠
因
過
ぎ
る
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
筆
者
は
や
は
り
、
原
点
と
も
い
う
べ
き
イ

ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｃ
へ
の
加
盟
時
に
遡
っ
て
考
え
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。

た
し
か
に
第
二
次
世
界
後
の
欧
州
で
イ
ギ
リ
ス
が
主
導
し
た
Ｅ
Ｆ
Ｔ
Ａ
は
イ
ギ
リ
ス
に
期
待
し
た
経
済
的
恩
恵
を
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
も
う
一
方
の
欧
州
統
合
を
目
指
す
Ｅ
Ｃ
は
一
九
五
〇
年
代
の
中
期
か
ら
後
半
に
か
け
て
前
例
の
な
い
繁
栄
を
見
せ
始
め
た
。

当
時
の
イ
ギ
リ
ス
の
マ
ク
ミ
ラ
ン
首
相
は
、
長
期
に
渡
る
イ
ギ
リ
ス
の
経
済
不
振
を
前
に
し
て
、
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
に
舵
を
切
る
こ
と
を
決

断
し
た
。
そ
の
責
任
者
と
し
て
親
欧
州
派
の
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ヒ
ー
ス
（E

dw
ard H

eath

）
を
任
命
し
、
彼
を
中
心
と
す
る
チ
ー
ム
で
Ｅ
Ｃ

と
の
交
渉
を
開
始
し
た
の
で
あ
る

（
27
）

。
し
か
し
、
周
知
の
と
お
り
、
フ
ラ
ン
ス
大
統
領
か
ら
二
度
の
拒
否
権
に
会
い
乍
ら
、
そ
れ
で
も
そ
れ

か
ら
一
二
年
間
に
及
ぶ
加
盟
交
渉
が
続
い
た
。

加
盟
申
請
が
成
功
し
た
の
は
三
回
目
の
と
き
で
あ
る
。
一
九
六
九
年
四
月
に
ド
・
ゴ
ー
ル
大
統
領
が
辞
任
し
、
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加

盟
に
前
向
き
な
ポ
ン
ビ
ド
ー
（G

eorges P
om

pidou

）
が
新
し
い
フ
ラ
ン
ス
の
大
統
領
を
引
き
継
い
で
か
ら
で
あ
る
。
ポ
ン
ビ
ド
ー
大
統

領
の
登
場
に
よ
り
、
イ
ギ
リ
ス
の
加
盟
に
対
す
る
状
況
は
一
気
に
変
化
し
た
。
三
度
目
の
加
盟
申
請
は
、
一
九
七
〇
年
六
月
の
総
選
挙
で
、

ウ
ィ
ル
ソ
ン
労
働
党
政
権
を
倒
し
て
登
場
し
た
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ヒ
ー
ス
（E

dw
ard H

eath

）
率
い
る
保
守
党
政
権
で
あ
っ
た
。

ヒ
ー
ス
は
政
権
に
就
く
や
、
三
度
目
の
共
同
体
へ
の
加
盟
申
請
を
開
始
し
、
一
九
七
一
年
一
〇
月
、
下
院
で
あ
る
庶
民
院
で
Ｅ
Ｃ
加
盟

に
関
す
る
採
決
に
お
い
て
多
数
の
賛
成
を
得
、
さ
ら
に
、
憲
法
上
、
ロ
ー
マ
条
約
の
効
力
を
イ
ギ
リ
ス
の
国
内
に
導
く
た
め
の
一
九
七
二

年
欧
州
共
同
体
法
も
制
定
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
か
く
し
て
一
九
七
二
年
一
月
、
イ
ギ
リ
ス
は
、
デ
ン
マ
ー
ク
及
び
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
と

（
九
〇
八
）



ブ
レ
グ
ジ
ッ
ト
と
イ
ギ
リ
ス
憲
法
（
加
藤
）

七
一

と
も
に
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
で
加
盟
条
約
に
署
名
。
イ
ギ
リ
ス
は
、
他
の
二
ケ
国
と
と
も
に
、
一
九
七
三
年
一
月
一
日
当
時
の
拡
大
Ｅ
Ｃ
に

加
盟
を
果
た
す
こ
と
と
な
っ
た
の
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

だ
が
、
一
二
年
に
及
ぶ
加
盟
交
渉
の
後
、
Ｅ
Ｃ
加
盟
を
成
功
さ
せ
た
ヒ
ー
ス
政
権
の
労
苦
は
多
と
す
る
一
方
、
加
盟
時
に
お
け
る
彼
を

取
り
巻
く
状
況
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
。
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
も
と
も
と
イ
ギ
リ
ス
に
は
当
時
、
外
交
関
係
の
基
本
方
針
に
三
環
論

（
28
）（the 

concept of three circles
）
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
旧
植
民
地
か
ら
独
立
し
た
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
や
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
ら
の
国
々
と
の

間
で
イ
ギ
リ
ス
連
合
を
形
成
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
国
か
ら
多
く
の
農
牧
産
物
を
安
価
に
輸
入
で
き
る
有
利
な
経
済
関
係
を
有
し
て
い
た
。

他
方
で
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
特
別
な
関
係
が
あ
り
、
さ
ら
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
は
そ
れ
ら
三
者
の
サ
ー
ク
ル
の
な

か
で
中
心
的
役
割
を
演
じ
て
い
た
い
と
い
う
外
交
方
針
下
に
あ
り
、
そ
の
三
環
論
か
ら
離
れ
て
、
欧
州
に
埋
没
し
か
ね
な
い
判
断
を
す
る

に
は
当
時
な
お
困
難
な
時
代
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｃ
と
の
貿
易
は
イ
ギ
リ
ス
連
合
諸
国
と
の

そ
れ
と
比
べ
て
今
や
重
要
に
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
は
分
か
り
な
が
ら
も
、「
党
内
、
及
び
、
国
民
の
間
に
も
、
彼
の
親
Ｅ
Ｅ
Ｃ
政
策
に

か
な
り
の
程
度
、
反
対
の
声
が
あ
っ
た

（
29
）

」
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
彼
ら
は
「
主
権
に
置
か
れ
る
制
約
へ
の
懸
念
と
は
別
に
、
ニ
ュ
ー

ジ
ー
ラ
ン
ド
の
ラ
ム
肉
や
カ
リ
ブ
海
の
砂
糖
と
い
っ
た
生
産
物
へ
の
安
価
な
ア
ク
セ
ス
を
失
っ
て
ま
で
加
盟
す
る
経
済
的
メ
リ
ッ
ト
が
何

処
に
あ
る
か
に
関
し
て
納
得
し
た
い

（
30
）

」
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
憲
法
史
家
のA

nn L
yon

は
言
う
、「
イ
ギ
リ
ス
の
加
盟
条
件

は
一
九
七
〇
年
末
、
及
び
、
一
九
七
一
年
初
頭
に
交
渉
さ
れ
て
い
た
が
、
イ
ギ
リ
ス
議
会
と
国
民
に
Ｅ
Ｅ
Ｃ
法
へ
の
加
盟
が
ど
の
よ
う
な

利
益
が
あ
る
の
か
説
得
す
る
余
地
が
未
だ
残
さ
れ
て
い
た

（
31
）

」
と
も
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
ヒ
ー
ス
は
一
九
七
〇
年
の
後
半
、
こ
れ
ら
の
不
安
に
答
え
な
い
ま
ま
、
加
盟
申
請
を
し
て
し
ま
っ
た

（
32
）

」
の
で
あ

る
。L

yon

は
さ
ら
に
言
う
、「（
Ｅ
Ｃ
に
）
加
盟
す
れ
ば
、
そ
の
法
は
イ
ギ
リ
ス
国
内
法
の
一
部
と
な
り
、
そ
れ
は
憲
法
上
の
大
き
な
変
更

（
九
〇
九
）
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七
二

を
も
た
ら
す
も
の
な
の
に
、
ヒ
ー
ス
政
権
は
、
こ
の
問
題
に
国
民
投
票
を
行
う
の
を
拒
否
し
た
」
の
で
あ
る
。
そ
れ
も
そ
の
は
ず
、
こ
れ

も
首
相
に
な
る
前
の
一
九
七
〇
年
六
月
二
日
の
プ
レ
ス
・
コ
ン
フ
ェ
レ
ン
ス
で
ヒ
ー
ス
は
次
の
よ
う
に
言
い
切
っ
て
い
る
：「
私
は
ず
っ

と
言
っ
て
き
た
、
も
し
国
民
の
多
数
が
加
盟
に
反
対
な
場
合
、
こ
の
国
を
共
同
市
場
へ
導
く
こ
と
は
不
可
能
に
な
る
こ
と
だ

（
33
）

」
と
。
そ
の

う
え
で
、
彼
は
こ
う
結
論
づ
け
た
：「
こ
の
問
題
は
議
会
制
度
の
下
で
こ
そ
取
り
扱
わ
れ
る
べ
き
問
題
な
の
だ

（
34
）

」
と
。
し
か
し
、
オ
ッ
ク

ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
ボ
グ
ダ
ナ
ー
元
憲
法
学
教
授
（V

ernon B
ogdanor

）
は
、
議
会
の
中
で
さ
え
、「
彼
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
一
般

大
衆
の
意
見
の
あ
り
の
ま
ま
の
状
態
を
議
会
で
ど
の
よ
う
に
反
映
さ
せ
る
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
説
明
を
し
な
か
っ
た
」（
同
前
掲
注
）

と
。ヒ

ー
ス
は
、
こ
の
時
、
ダ
イ
シ
ー
の
提
唱
す
る
国
民
に
よ
る
〝
ヴ
ェ
ト
〞（veto

）
の
是
非
を
問
う
機
会
を
奪
っ
た
の
で
あ
る

（
35
）

。
ボ
グ
ダ

ナ
ー
教
授
は
こ
こ
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
ポ
ン
ピ
ド
ー
大
統
領
が
、
イ
ギ
リ
ス
を
は
じ
め
と
す
る
加
盟
申
請
国
を
承
認
し
て
よ
い
か
ど
う
か
を

自
国
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
国
民
投
票
で
問
う
こ
と
を
宣
言
し
た
時
の
興
味
深
い
話
に
触
れ
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
こ
と
を
付
記
し
た
い
。

彼
は
言
う
：「
そ
れ
は
今
と
な
っ
て
は
こ
う
い
う
こ
と
だ
っ
た
ら
し
い
」「
つ
ま
り
、
フ
ラ
ン
ス
の
選
挙
民
に
対
し
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
で
は

拒
否
さ
れ
た
権
利
、
す
な
わ
ち
、
イ
ギ
リ
ス
の
加
盟
に
同
意
す
る
か
ど
う
か
決
定
す
る
（
国
民
投
票
の
）
権
利
を
（
わ
が
国
で
は
）
提
供
さ

れ
て
い
る
」
と
披
露
し
て
見
せ
て
く
れ
た
の
で
あ
る

（
36
）

。
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
ヒ
ー
ス
が
「
こ
の
問
題
は
議
会
制
度
の
下
で
こ
そ
取
り
扱

わ
れ
る
べ
き
問
題
な
の
だ
」
と
国
民
投
票
を
拒
否
し
た
の
に
比
べ
る
と
、
何
と
も
皮
肉
を
通
り
越
し
て
貴
重
な
指
摘
で
あ
る
と
筆
者
は
考

え
る
。

イ
ギ
リ
ス
の
政
治
は
、
ヒ
ー
ス
が
国
民
投
票
を
拒
否
し
て
以
降
、
ダ
イ
シ
ー
の
先
見
の
明
を
な
ぞ
る
か
の
よ
う
に
、
保
守
党
、
労
働
党

と
も
、
党
内
、
閣
内
に
親
欧
州
派
と
反
欧
州
派
を
含
む
、
欧
州
懐
疑
派
と
の
た
ゆ
ま
な
い
対
立
を
生
み
出
し
、
政
権
内
に
連
帯
性
を
失
っ

（
九
一
〇
）
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て
行
く
。
そ
れ
に
よ
り
、
国
民
の
間
に
政
治
不
信
を
招
く
結
果
に
な
り
、
や
が
て
、
そ
れ
ら
は
総
選
挙
に
お
け
る
投
票
率
の
低
下
な
い
し

二
大
政
党
の
得
票
率
の
低
下
へ
と
繋
が
り
、
ハ
ン
グ
・
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
の
出
現
、
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
政
党
の
躍
進
も
顕
在
化
し
て
い
く
。
こ

う
し
て
こ
れ
ま
で
の
二
大
政
党
制
を
背
景
と
す
る
強
力
で
安
定
し
た
イ
ギ
リ
ス
型
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
・
モ
デ
ル
と
言
わ
れ
る
イ
ギ
リ

ス
政
治
の
土
台
が
大
き
く
揺
ら
い
で
行
く
基
と
な
る
こ
と
を
多
く
が
知
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

五
．
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
・
モ
デ
ル
の
揺
ら
ぎ

⑴　

投
票
率
、
二
大
政
党
の
得
票
率
の
下
落

イ
ギ
リ
ス
は
君
主
制
国
家
で
あ
る
。
だ
が
、
君
主
の
権
限
は
今
日
で
は
儀
礼
的
な
存
在
で
し
か
な
い
。
ま
た
イ
ギ
リ
ス
は
主
権
が
議
会

に
あ
る
議
会
主
権
の
国
で
あ
る
。
議
会
の
う
ち
、
上
院
は
、
一
九
一
一
年
│
四
九
年
の
議
会
法
に
よ
り
、
下
院
に
優
位
性
を
譲
っ
た
。
ま

た
イ
ギ
リ
ス
は
、
一
八
世
紀
に
議
会
が
行
政
部
と
融
合
す
る
議
院
内
閣
制
を
採
用
し
て
い
る
。
政
党
政
治
が
発
達
し
、
一
人
一
区
の
小
選

挙
区
制
の
下
、
下
院
で
多
数
を
占
め
た
政
党
が
内
閣
を
形
成
す
る
と
、
そ
の
内
閣
は
、
議
会
主
権
を
背
景
に
、
司
法
を
も
従
属
さ
せ
、
無

制
約
の
権
力
を
行
使
で
き
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
憲
法
の
も
う
一
つ
の
基
本
原
理
で
あ
る
法
の
支
配
が
適
切
に
機
能
す
る

こ
と
で
議
会
主
権
と
バ
ラ
ン
ス
を
取
り
、
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
が
〝
選
挙
独
裁
〞
と
揶
揄
さ
れ
な
い
よ
う
政
権
は
謙
抑
的
に
行
動
す
べ
き
で

あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い

（
37
）

。

そ
の
こ
と
を
前
提
に
す
れ
ば
、
保
守
党
か
労
働
党
か
、
い
ず
れ
か
の
政
党
が
下
院
で
多
数
を
占
め
、
内
閣
を
形
成
す
る
と
、
議
会
主
権

を
背
景
に
強
力
で
安
定
し
た
政
治
を
生
み
出
す
と
い
う
、
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
・
モ
デ
ル
こ
そ
、
イ
ギ
リ
ス
政
治
シ
ス
テ
ム
の
特
徴
と

（
九
一
一
）
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七
四

さ
れ
る
が
、
イ
ギ
リ
ス
が
Ｅ
Ｃ
（
Ｅ
Ｕ
の
前
身
）
に
加
盟
し
て
以
降
、
か
な
り
疑
問
に
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
以
下
に
微
力
な
が
ら
そ
の

一
担
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

実
は
典
型
的
な
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
・
モ
デ
ル
が
実
際
に
機
能
し
て
い
た
の
は
過
去
の
、
一
九
五
〇
年
代
ま
で
の
こ
と
。
総
選
挙
の

際
の
、
投
票
率
を
見
る
と
、
一
九
五
一
年
の
総
選
挙
の
時
、
八
〇
％
台
だ
っ
た
の
が
、
二
〇
〇
一
年
の
時
に
は
最
低
の
五
九
・
二
％
へ
。

そ
し
て
二
大
政
党
の
合
計
投
票
率
も
、
一
九
五
一
年
に
は
、
九
六
・
八
％
と
い
う
高
い
数
字
だ
っ
た
の
が
、
次
第
に
低
下
、
二
〇
一
〇
年

の
総
選
挙
の
時
に
は
、
六
五
・
一
％
、
二
〇
一
七
年
六
月
の
総
選
挙
の
時
に
は
、
六
二
・
七
％
と
史
上
最
低
を
記
録
し
た
。
国
民
の
政
治
へ

の
不
信
は
次
第
に
明
ら
か
と
な
り
、
そ
の
結
果
、
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
・
モ
デ
ル
は
今
、
確
実
に
揺
ら
ぎ
を
見
せ
て
い
る
の
で
あ
る

（
38
）

。

⑵　

ハ
ン
グ
・
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
の
出
現

加
え
て
、
総
選
挙
を
行
っ
て
も
、
二
大
政
党
の
い
ず
れ
の
党
も
、
過
半
数
の
議
席
を
と
れ
な
い
現
状
が
続
い
て
い
る
。〝
ハ
ン
グ
・

パ
ー
ラ
メ
ン
ト
〞、
す
な
わ
ち
、「
宙
吊
り
議
会
」
の
出
現
で
あ
る
。
選
挙
で
過
半
数
を
取
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
保
守
党
で
あ
れ
、
労

働
党
で
あ
れ
、
国
民
か
ら
信
頼
を
得
ら
れ
る
政
党
が
今
の
イ
ギ
リ
ス
政
治
に
欠
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
ハ
ン
グ
・

パ
ー
ラ
メ
ン
ト
は
三
回
出
現
し
た
。
①
一
九
七
四
年
の
総
選
挙
の
時
、
②
二
〇
一
〇
年
の
総
選
挙
の
時
、
③
二
〇
一
七
年
の
総
選
挙
の
時

の
合
計
三
回
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
③
の
総
選
挙
の
時
の
ハ
ン
グ
・
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
が
ど
の
よ
う
に
し
て
起
き
た
か
垣
間
見
て
み
る
。
メ
イ
保
守
党
政
権
は
、
周

知
の
ご
と
く
、
二
〇
一
六
年
の
国
民
投
票
の
結
果
を
受
け
て
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
が
辞
任
し
た
あ
と
誕
生
し
、
二
〇
一
七
年
三
月
二
九
日

に
、
Ｅ
Ｕ
へ
脱
退
を
通
告
し
た
。
だ
が
、
イ
ギ
リ
ス
が
ど
の
よ
う
な
方
針
で
Ｅ
Ｕ
脱
退
交
渉
に
臨
む
か
で
、
閣
内
は
こ
れ
ま
で
の
親
Ｅ
Ｕ

（
九
一
二
）
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七
五

派
閣
僚
と
Ｅ
Ｕ
懐
疑
派
閣
僚
と
の
間
の
対
立
だ
け
で
な
く
、
懐
疑
派
の
中
に
も
ソ
フ
ト
・
ブ
レ
グ
ジ
ッ
ト
、
す
な
わ
ち
、
穏
健
な
Ｅ
Ｕ
離

脱
派
の
閣
僚
と
、
ハ
ー
ド
・
ブ
レ
グ
ジ
ッ
ト
、
す
な
わ
ち
強
硬
離
脱
派
の
閣
僚
と
の
分
裂
を
生
み
、
メ
イ
首
相
は
閣
内
だ
け
で
な
く
党
内

に
お
い
て
も
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
と
れ
な
い
で
い
た
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
女
は
総
選
挙
で
選
ば
れ
た
の
で
な
く
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
の
辞
任

に
よ
っ
て
首
相
の
座
を
得
た
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ソ
フ
ト
・
ブ
レ
グ
ジ
ッ
ト
派
の
考
え
は
、
移
民
の
受
け
入
れ
を
一
定
程
度
制
約
し
つ
つ
、
単
一
市
場
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
保
持
し
よ
う
と

い
う
立
場
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ハ
ー
ド
・
ブ
レ
グ
ジ
ッ
ト
派
は
、
そ
の
よ
う
な
穏
健
な
離
脱
な
ど
、
Ｅ
Ｕ
が
認
め
る
は
ず
が
な
い
。
ゆ
え

に
、
強
硬
ブ
レ
グ
ジ
ッ
ト
で
、
単
一
市
場
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
失
っ
て
も
や
む
を
得
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
も
し
Ｅ
Ｕ
が
ソ
フ
ト
・
ブ
レ
グ

ジ
ッ
ト
を
認
め
る
と
、
他
の
加
盟
国
に
も
移
民
の
受
け
入
れ
に
不
満
を
持
つ
国
が
多
数
あ
り
、
も
し
イ
ギ
リ
ス
の
そ
れ
を
認
め
る
と
、
他

に
も
Ｅ
Ｕ
を
ソ
フ
ト
に
離
脱
す
る
国
が
現
れ
な
い
と
も
限
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
状
況
下
で
、
メ
イ
首
相
は
政
権
内
で
分
裂
し
た
内
閣
を
盤
石
に
し
よ
う
と
、
二
〇
一
七
年
四
月
一
八
日
に
、
突
然
下
院
の
解
散
を

宣
言
し
た

（
39
）

。
そ
の
う
え
で
、
Ｅ
Ｕ
と
の
交
渉
を
ハ
ー
ド
・
ブ
レ
グ
ジ
ッ
ト
で
行
く
と
国
民
に
訴
え
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
判
断
は

適
切
な
も
の
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
時
、
国
民
投
票
の
結
果
が
離
脱
と
の
答
え
を
出
し
た
あ
と
、
四
〇
〇
万
に
も
及

ぶ
や
り
直
し
を
求
め
る
請
願

（
40
）

が
押
し
寄
せ
る

（
41
）

な
ど
、
国
民
感
情
は
、
国
民
投
票
前
のB

rexit

（
Ｅ
Ｕ
離
脱
）
か
らB

regret

（
Ｅ
Ｕ
離
脱
後

悔
）
に
変
わ
っ
て
い
た
と
さ
れ
る

（
43
）

。
こ
の
よ
う
な
時
、
国
民
目
線
よ
り
、
政
権
基
盤
を
強
化
す
る
た
め
、
メ
イ
首
相
に
よ
る
Ｅ
Ｕ
強
硬
離

脱
派
に
気
遣
っ
て
の
解
散
に
国
民
は
信
頼
を
寄
せ
る
は
ず
が
な
い
。

同
年
六
月
に
総
選
挙
が
行
わ
れ
た
が
、
結
果
は
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
か
ら
受
け
継
い
だ
三
三
〇
議
席
を
一
二
議
席
も
減
ら
し
、
過
半
数
の

三
二
六
議
席
を
割
っ
て
し
ま
い

（
44
）

、
ハ
ン
グ
・
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
を
も
た
ら
し
て
し
ま
っ
た
。
や
む
な
く
メ
イ
首
相
は
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の

　（
42
）

（
九
一
三
）
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七
六

地
域
政
党
Ｄ
Ｕ
Ｐ

（
45
）（

民
主
統
一
党
）
か
ら
閣
内
協
力
を
得
て
、
一
〇
議
席
を
借
り
、
何
と
か
政
権
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
た

（
46
）

に
過
ぎ
な
い
。

過
半
数
を
わ
ず
か
二
議
席
を
超
え
る
だ
け
な
の
で
、
今
後
の
メ
イ
首
相
の
政
権
運
営
が
厳
し
く
な
る
の
は
い
ず
れ
必
定
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
ど
の
政
党
あ
る
い
は
政
権
と
も
、
国
民
か
ら
信
頼
を
得
ら
れ
な
い
で
い
る
の
が
イ
ギ
リ
ス
政
治
の
現
実
の
姿
で
あ
る
。

⑶　

地
域
政
党
と
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
党
の
躍
進

こ
れ
と
反
比
例
し
て
、
選
挙
ご
と
に
議
席
を
伸
ば
し
て
い
る
の
が
地
域
政
党
と
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
党
で
あ
る
。
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
は
保

守
党
も
労
働
党
も
、
自
ら
の
候
補
者
さ
え
立
て
ら
れ
な
い
で
い
る
し
、
こ
れ
ま
で
労
働
党
の
地
盤
と
言
わ
れ
た
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
で
は

二
〇
一
五
年
の
総
選
挙
で
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
民
族
党
が
五
六
議
席

（
47
）

と
、
議
席
数
を
増
や
し
て
い
る
の
に
対
し
、
労
働
党
の
議
席
は
一
つ
か

ゼ
ロ
議
席
と
い
う
始
末
で
あ
る
。

加
え
て
、
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
政
党
の
一
つ
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
、
Ｅ
Ｕ
か
ら
の
脱
退
を
目
的
と
す
る
政
党
、
イ
ギ
リ
ス
独
立
党

（
Ｕ
Ｋ
Ｉ
Ｐ
）
は
、
と
り
わ
け
欧
州
議
会
選
挙
で
議
席
を
伸
ば
し
、
二
〇
一
四
年
五
月
の
欧
州
議
会
議
員
選
挙
で
は
労
働
党
・
保
守
党
を
抑

え
第
一
党
に
な
っ
た
こ
と
さ
え
あ
る

（
48
）

。

ま
た
ハ
ン
グ
・
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
に
至
ら
な
い
ま
で
も
得
票
率
が
低
い
に
も
関
わ
ら
ず
、「
八
〇
年
代
の
サ
ッ
チ
ャ
ー
政
権
の
時
代
に
は

い
る
と
、
保
守
党
は
多
く
て
も
四
〇
％
代
前
半
の
得
票
率
し
か
得
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
安
定
し
た
議
席
を
得
続
け

（
49
）

」
た
し
、
ま

た
一
九
九
七
年
以
降
の
労
働
党
・
ブ
レ
ア
政
権
も
、
四
三
・
二
％
の
得
票
率
し
か
得
ら
れ
て
い
な
い
の
に
、
六
三
・
六
％
も
の
議
会
で
安
定

し
た
議
席
を
得
続
け

（
50
）

た
、
と
さ
れ
る

（
51
）

。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
得
票
率
に
過
ぎ
な
い
政
党
の
政
権
運
営
は
、〝
見
せ
か
け
の
多
数
派
形
成
〞

と
批
判
さ
れ
、
著
し
く
国
民
か
ら
の
信
頼
を
裏
切
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う

（
52
）

。

（
九
一
四
）
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七
七

投
票
率
が
低
く
、
二
大
政
党
の
得
票
率
も
下
が
り
、
総
選
挙
で
二
度
三
度
と
ハ
ン
グ
・
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
が
生
じ
る
イ
ギ
リ
ス
政
治
。
こ

れ
に
よ
り
首
相
の
強
力
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
よ
る
安
定
し
た
政
治
を
行
う
の
が
難
し
く
な
っ
て
き
て
い
る
原
因
は
さ
ま
ざ
ま
に
議
論
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
。
が
、
こ
の
現
象
が
目
に
見
え
て
顕
著
に
な
る
時
期
を
検
証
し
て
み
る
と
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

事
実
、
一
九
五
一
年
の
総
選
挙
の
時
、
投
票
率
は
八
〇
％
台
だ
っ
た
の
が
、
二
〇
〇
一
年
の
時
に
は
最
低
の
五
九
・
二
％
へ
。
そ
し
て

二
大
政
党
の
合
計
投
票
率
も
一
九
五
一
年
に
は
九
六
・
八
％
だ
っ
た
の
が
、
次
第
に
低
下
、
二
〇
一
〇
年
の
総
選
挙
の
時
に
は
六
五
・
一
％
、

さ
ら
に
昨
今
の
二
〇
一
七
年
六
月
の
と
き
は
、
六
二
・
七
％
と
過
去
最
低
と
な
っ
た
。
投
票
率
が
顕
著
に
低
下
す
る
こ
と
に
至
っ
た
分
岐

点
を
探
る
と
、
一
九
七
〇
年
に
合
計
投
票
率
が
八
九
・
四
％
だ
っ
た
が
、
直
後
の
一
九
七
四
年
二
月
の
総
選
挙
の
と
き
に
は
一
気
に

七
四
・
八
％
へ
低
下
し
て
い
る
。
と
す
る
と
、
分
岐
点
は
一
九
七
四
年
二
月
の
総
選
挙
の
時
だ
と
思
わ
れ
る

（
53
）

。
で
は
こ
の
分
岐
点
に
何
が

あ
っ
た
か
で
あ
る
が
、
前
の
年
の
一
九
七
三
年
に
イ
ギ
リ
ス
が
Ｅ
Ｃ
に
加
盟
し
た
年
の
翌
年
の
総
選
挙
だ
と
分
か
る
。

⑷　

二
大
政
党
衰
退
の
原
因
│
一
九
七
三
年
の
Ｅ
Ｃ
加
盟
時
が
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト

投
票
率
が
年
々
下
が
り
、
二
大
政
党
の
合
計
得
票
率
も
上
述
し
た
通
り
低
下
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
ど
の
政
権
も
国
民
か
ら
信
頼
を
得

ら
れ
て
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
原
因
は
ど
こ
に
あ
る
か
を
調
べ
て
み
る
と
、
分
岐
点
は
一
九
七
〇
年
の
総
選
挙
の
時
。
二
大
政
党

の
合
計
得
票
率
が
八
九
・
四
％
だ
っ
た
の
に
対
し
、
四
年
後
の
一
九
七
四
年
二
月
の
選
挙
の
時
、
そ
れ
は
七
四
・
八
％
へ
と
大
き
く
減
ら
し

て
い
る
。

一
九
七
四
年
に
何
が
起
き
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
年
の
前
年
、
一
九
七
三
年
一
月
一
日
に
イ
ギ
リ
ス
が
原
加
盟
六
カ
国
に
遅
れ
て
当
時

の
拡
大
Ｅ
Ｃ
に
加
盟
し
た
年
に
当
る
の
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
年
が
イ
ギ
リ
ス
政
治
の
明
白
な
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
と

（
九
一
五
）
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七
八

な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
年
以
降
今
日
ま
で
、
投
票
率
が
次
第
に
低
下
し
、
し
ば
し
ば
ハ
ン
グ
・
パ
ー
ラ

メ
ン
ト
も
出
現
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
が
契
機
と
な
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
政
治
は
、
Ｅ
Ｃ
そ
し
て
そ
の
後
の
Ｅ
Ｕ
を
め
ぐ

り
、
党
内
、
国
会
だ
け
で
な
く
、
政
権
内
で
も
、
親
欧
州
派
と
反
欧
州
派
（
欧
州
懐
疑
派
）
と
で
分
裂
し
、
首
相
は
政
権
運
営
に
困
難
を

き
た
し
始
め
て
来
た
の
で
あ
る
。

決
定
的
に
な
っ
た
の
は
、
さ
ら
に
翌
年
、
つ
ま
り
一
九
七
五
年
の
こ
と
だ
っ
た
。
そ
の
年
、
一
八
九
〇
年
に
ダ
イ
シ
ー
が
提
唱
し
た
国

民
投
票
が
、
八
五
年
後
の
一
九
七
五
年
、
イ
ギ
リ
ス
史
上
初
め
て
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
労
働
党
政
権
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、

こ
の
時
、
国
民
投
票
を
前
に
し
て
、
首
相
の
Ｅ
Ｃ
残
留
と
の
基
本
方
針
に
強
く
異
論
を
唱
え
る
反
欧
州
派
閣
僚
（
欧
州
懐
疑
派
）
を
前
に

し
て
、〝
閣
内
一
致
は
困
難
〞、
と
首
相
は
判
断
す
る
の
で
あ
る
。

六
．
一
九
七
五
年
、
史
上
初
め
て
ウ
ィ
ル
ソ
ン
労
働
党
政
権
に
よ
る
国
民
投
票
の
実
現

労
働
党
は
当
時
、
予
定
さ
れ
た
一
九
七
四
年
二
月
一
〇
日
の
総
選
挙
を
前
に
し
て
、
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
を
発
表
し
、
労
働
党
が
勝
利
す
れ

ば
、
加
盟
条
件
を
再
交
渉
し
て
、
そ
れ
を
も
と
に
、
共
同
市
場
に
と
ど
ま
る
か
否
か
を
問
う
国
民
投
票
を
行
う
、
と
発
表
し
て
い
た
。
そ

れ
に
基
づ
い
て
一
九
七
五
年
国
民
投
票
法
が
制
定
さ
れ
た
。

労
働
党
が
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
で
提
案
し
た
Ｅ
Ｃ
と
の
再
交
渉
の
条
件
と
は
、
主
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
支
払
う
Ｅ
Ｃ
予
算
に
対
す
る
分
担
金
の

問
題
だ
っ
た

（
54
）

。
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｃ
加
盟
時
に
遡
る
と
、
当
時
、
Ｅ
Ｃ
予
算
の
多
く
が
、
共
通
農
業
政
策
、
す
な
わ
ち
Ｃ
Ａ
Ｐ
の
下
で
、
農

業
補
助
金
が
使
わ
れ
、
そ
れ
に
よ
り
、
農
業
大
国
と
言
わ
れ
る
フ
ラ
ン
ス
が
大
き
な
利
益
を
得
る
一
方
、
比
較
的
農
業
人
口
の
少
な
い
イ

（
九
一
六
）



ブ
レ
グ
ジ
ッ
ト
と
イ
ギ
リ
ス
憲
法
（
加
藤
）

七
九

ギ
リ
ス
は
そ
れ
に
比
べ
て
不
利
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
が
支
払
う
分
担
金
が
大
き
過
ぎ
る
と
感
じ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
分
担
金
を
減
ら
す

こ
と
が
再
交
渉
の
焦
点
と
な
っ
て
い
た
。

し
か
し
、
イ
ギ
リ
ス
史
上
初
の
国
民
投
票
を
前
に
し
て
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
内
閣
内
で
は
欧
州
統
合
に
対
す
る
容
認
派
と
懐
疑
派
・
反
欧
州

派
で
意
見
が
対
立
し
た
。
二
三
人
の
閣
僚
の
う
ち
、
七
人
が
反
対
。
そ
の
な
か
に
は
、
有
力
な
閣
僚
の
一
人
と
し
て
、
雇
用
大
臣
の
マ
イ

ケ
ル
・
フ
ッ
ト
、
さ
ら
に
は
強
硬
派
の
代
表
と
さ
れ
る
産
業
大
臣
の
ト
ニ
ー
・
ベ
ン
ら
が
い
た
。
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
ボ
グ
ダ

ナ
ー
元
教
授
に
よ
れ
ば

（
55
）

、
そ
も
そ
も
、
イ
ギ
リ
ス
が
Ｅ
Ｃ
に
加
盟
す
る
際
、
国
民
か
ら
の
反
対
の
声
も
多
い
こ
と
も
あ
り
、
前
ヒ
ー
ス
保

守
党
政
権
は
、
国
民
投
票
を
避
け
て
国
会
の
中
だ
け
で
Ｅ
Ｃ
加
盟
の
是
非
を
論
議
し
、
そ
の
こ
と
で
そ
の
後
の
イ
ギ
リ
ス
の
政
権
運
営
に

取
り
返
え
し
の
つ
か
な
い
確
執
を
生
む
こ
と
に
な
る
の
は
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
首
相
は
閣
内
に
お
け
る
連
帯
責
任
の
原
則
を
棚
上
げ
し
て

（
56
）

、
反
対
派
が
自
分
の
立
場
を
公
表
す
る
こ
と
を
妨

げ
な
い
、
と
の
例
外
措
置
を
取
り
、
国
民
投
票
を
戦
い

（
57
）

、
そ
の
結
果
、
残
留
賛
成
（Y

es

）
六
七
・
二
三
％
。
こ
れ
に
対
し
て
、
反
対

（N
o

）
は
三
二
・
七
七
％
と
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
内
閣
は
圧
倒
的
な
勝
利
に
終
わ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
国
民
投
票
に
踏
み
切
っ
た
彼
の
決
断
は

〝
歴
史
的
な
決
断
を
し
た
〞
と
評
価
さ
れ
て
い
る

（
58
）

。

だ
が
、
冷
静
に
見
る
と
、
投
票
率
が
六
四
・
〇
％
で
、
意
外
に
少
な
い
と
知
る
向
き
も
あ
ろ
う
。
後
の
二
〇
一
六
年
の
時
の
国
民
投
票

で
の
回
答
は
Ｅ
Ｕ
離
脱
と
の
結
果
に
終
わ
っ
た
も
の
の
、
投
票
率
は
七
二
％
だ
っ
た
。
確
か
に
そ
れ
に
比
べ
る
と
、
一
九
七
五
年
の
そ
れ

の
投
票
率
は
少
な
い
。A

nn L
yon

に
言
わ
せ
れ
ば
、「
遅
す
ぎ
た

（
59
）

」
の
で
あ
る
。
こ
の
国
民
投
票
が
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｃ
加
盟
の
わ
ず
か

二
年
後
で
は
あ
っ
た
が
、
国
民
感
情
は
す
で
に
冷
め
て
い
た
感
が
ぬ
ぐ
え
な
い
。
や
は
り
ヒ
ー
ス
首
相
は
Ｅ
Ｃ
加
盟
の
直
前
に
こ
そ
国
民

投
票
を
や
る
べ
き
だ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
九
一
七
）
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八
〇

七
．
サ
ッ
チ
ャ
ー
首
相
の
登
場
と
保
守
党
の
欧
州
懐
疑
派
の
顕
在
化

け
れ
ど
も
ウ
ィ
ル
ソ
ン
首
相
は
こ
の
国
民
投
票
の
結
果
を
受
け
て
、
そ
の
後
の
政
権
運
営
を
確
た
る
も
の
に
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

他
方
、
イ
ギ
リ
ス
が
一
九
七
三
年
に
Ｅ
Ｃ
に
加
盟
し
た
時
は
、
保
守
党
政
権
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
四
か
月
前
の
二
月
に
保
守
党
の
新
し

い
党
首
に
な
っ
た
ば
か
り
の
サ
ッ
チ
ャ
ー
も
、
一
九
七
五
年
の
国
民
投
票
の
選
挙
戦
で
、
保
守
党
と
し
て
〝
欧
州
残
留
イ
エ
ス
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
〞
を
張
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
イ
エ
ス
が
多
数
で
勝
利
し
た
今
、
当
然
な
が
ら
、
彼
女
は
「
野
党
（
保
守
党
）
の
支
持
が
な
か
っ

た
ら
、
イ
エ
ス
の
国
民
の
意
思
表
示
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う

（
60
）

」
と
述
べ
た
こ
と
は
興
味
深
い
。

彼
女
は
そ
の
後
イ
ギ
リ
ス
の
最
初
の
女
性
宰
相
に
な
り
、
も
と
も
と
イ
ギ
リ
ス
が
Ｅ
Ｃ
に
加
盟
し
た
の
は
保
守
党
政
権
の
時
だ
っ
た
こ

と
も
あ
り
、
Ｅ
Ｃ
に
は
当
初
極
め
て
積
極
的
だ
っ
た
が
、
一
九
八
〇
年
代
中
盤
以
降
、
Ｅ
Ｃ
が
さ
ら
な
る
統
合
に
向
け
て
快
進
撃
を
遂
げ
、

市
場
統
合
か
ら
通
貨
統
合
、
さ
ら
に
は
政
治
統
合
へ
向
か
わ
ん
と
す
る
あ
た
り
か
ら
態
度
を
変
え
て
い
く
。
あ
る
意
味
、
今
日
の
保
守
党

の
中
に
巣
く
う
欧
州
懐
疑
派
と
い
わ
れ
る
議
員
た
ち
の
ル
ー
ツ
を
辿
れ
ば
、
一
九
八
八
年
九
月
二
〇
日
に
、
有
名
な
ブ
リ
ュ
ー
ジ
ュ
演
説

（
61
）

で
、
各
国
が
主
権
の
一
部
を
移
譲
し
て
作
る
欧
州
連
邦
（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
合
衆
国
）
の
よ
う
な
枠
組
み
に
強
く
反
対
す
る
こ
と
に
な
る
サ
ッ

チ
ャ
ー
の
国
家
主
義
に
行
き
つ
く
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

（
九
一
八
）
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八
一

八 

．
キ
ャ
メ
ロ
ン
保
守
政
権
に
よ
る
国
民
投
票
の
国
民
に
よ
る
ヴ
ェ
ト
（V

eto

）
│
一
九
七
五
年
国
民
投
票
と

の
比
較

⑴　

キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
に
よ
る
二
〇
一
三
年
の
さ
ら
な
る
国
民
投
票
の
宣
言

ウ
ィ
ル
ソ
ン
首
相
の
時
の
国
民
感
情
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
平
和
と
繁
栄
を
浴
し
よ
う
と
い
う
時
代
背
景
を
も
つ
。
共
同
市
場
へ

の
参
加
は
平
和
と
繁
栄
の
礎
で
あ
り
、
史
上
初
の
国
民
投
票
が
Ｅ
Ｃ
に
加
盟
し
て
直
後
の
一
九
七
五
年
の
国
民
投
票
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、

Ｅ
Ｃ
残
留
を
決
め
た
国
民
の
声
は
ご
く
自
然
の
成
り
行
き
だ
っ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
か
ら
四
一
年
経
ち
、
欧
州
統
合

が
更
に
深
化
を
遂
げ
、
Ｅ
Ｃ
か
ら
Ｅ
Ｕ
へ
、
経
済
統
合
か
ら
政
治
統
合
へ
向
か
う
中
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
政
権
が
新
た
に
Ｅ
Ｕ
へ
残
留
す
る
か

離
脱
す
る
か
を
問
う
国
民
投
票
を
呼
び
か
け
る
場
合
、
国
民
に
一
九
七
五
年
の
時
と
は
違
う
国
民
感
情
が
芽
生
え
て
い
る
こ
と
を
深
く
考

慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
二
大
政
党
に
対
す
る
国
民
の
支
持
率
は
落
ち
て
い
る
。
こ
れ
は
危
険
な
賭
け
に
な
り

か
ね
な
い
と
。

し
か
し
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
は
、
意
を
決
し
て
、
二
〇
一
三
年
一
月
二
三
日
、
二
年
後
の
二
〇
一
五
年
五
月
の
総
選
挙
で
第
一
党
に

な
っ
た
ら
、
Ｅ
Ｕ
に
改
革
を
求
め
て
新
た
な
決
着
（new

 settlem
ent

）
を
図
り
、
そ
の
上
で
、
改
革
さ
れ
た
Ｅ
Ｕ
に
残
留
す
る
か
離
脱
す

る
か
を
求
め
る
国
民
投
票
を
二
〇
一
七
年
末
ま
で
に
実
施
し
た
い
と
の
声
明
を
出
し
た
。

こ
の
声
明
に
ど
の
よ
う
な
背
景
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
二
〇
一
二
年
一
〇
月
二
四
日
、
下
院
に
て
保
守
党
の
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ナ
ト
ー

ル
議
員
が
、
次
の
会
期
で
イ
ギ
リ
ス
が
現
在
の
加
盟
条
件
の
ま
ま
で
Ｅ
Ｕ
に
留
ま
る
か
、
離
脱
す
る
か
、
国
民
投
票
を
実
施
す
る
法
案
を

提
出
す
べ
し
と
政
府
に
求
め
る
動
議
が
提
出
さ
れ
た
。
こ
れ
を
阻
止
す
る
た
め
、
党
議
拘
束
を
か
け
た
が
、
そ
れ
を
意
に
介
さ
ず
、
保
守

（
九
一
九
）
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八
二

党
議
員
九
〇
名
が
賛
成
。
保
守
党
の
リ
ー
ダ
ー
で
も
あ
る
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
に
と
っ
て
こ
れ
は
最
大
の
反
乱
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
れ

以
外
に
一
五
名
の
棄
権
も
あ
り
、
事
態
は
深
刻
な
も
の
と
し
て
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
は
こ
れ
に
対
処
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
。

さ
ら
に
党
外
の
Ｅ
Ｕ
懐
疑
派
の
最
た
る
も
の
と
し
て
、
Ｅ
Ｕ
か
ら
の
独
立
を
公
約
に
掲
げ
る
イ
ギ
リ
ス
独
立
党
（
Ｕ
Ｋ
Ｉ
Ｐ
）
が
あ
り
、

そ
れ
へ
の
支
持
が
急
速
に
増
え
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
二
〇
〇
九
年
の
欧
州
議
会
議
員
選
挙
に
お
い
て
、
Ｕ
Ｋ
Ｉ
Ｐ
は
イ
ギ
リ
ス
に
配

分
さ
れ
て
い
る
欧
州
議
会
の
七
三
議
席
の
う
ち
、
約
一
七
％
の
票
を
獲
得
し
、
当
時
イ
ギ
リ
ス
与
党
の
労
働
党
を
抑
え
て
二
位
に
躍
り
出

て
い
た
。
放
っ
て
お
け
ば
、
や
が
て
保
守
党
議
員
ま
で
総
選
挙
で
喰
わ
れ
か
ね
な
い
。
こ
れ
ら
の
背
景
の
下
に
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
は
国

民
投
票
を
約
束
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
さ
れ
る

（
62
）

。

⑵　

二
〇
一
六
年
六
月
の
国
民
投
票
へ
向
け
て
│
一
九
七
五
年
の
国
民
投
票
を
先
例
に
│

問
題
は
国
民
投
票
を
ど
の
よ
う
に
実
施
す
る
か
で
あ
る
。
幸
い
、
二
〇
一
五
年
の
総
選
挙
で
キ
ャ
メ
ロ
ン
保
守
党
政
権
は
久
々
に
単
独

過
半
数
を
取
っ
た
。
そ
れ
な
ら
ば
国
民
投
票
に
も
勝
っ
て
、
そ
の
後
の
政
権
運
営
で
強
い
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
た
い
。
そ
の
た
め

に
は
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
が
言
う
よ
う
に
Ｅ
Ｕ
に
は
改
革
が
必
要
で
あ
る
。
四
項
目
の
改
革
案
（four objectives

）
を
Ｅ
Ｕ
に
提
示
し
て
強

硬
な
姿
勢
を
見
せ
、
国
民
に
は
〝
改
革
し
た
Ｅ
Ｕ
〞
に
留
ま
る
方
が
よ
り
強
く
、
安
全
で
、
豊
か
に
な
れ
る
と
訴
え
る
、
し
た
が
っ
て
こ

の
改
革
案
で
Ｅ
Ｕ
か
ら
譲
歩
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
は
、〝
全
身
全
霊
で
〞（w

ith all m
y heart and soul

）

国
民
を
説
得
で
き
る
、
そ
し
て
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
残
留
を
勝
ち
取
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
二
〇
一
五
年
国
民
投
票
法
が
制
定

さ
れ
た
。
そ
れ
に
基
づ
き
、
国
民
投
票
の
日
は
二
〇
一
六
年
六
月
二
三
日
と
定
め
ら
れ
た
。

キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
が
提
示
し
た
改
革
プ
ラ
ン
は
四
項
か
ら
な
る
。
そ
れ
は
、
①
イ
ギ
リ
ス
を
含
む
非
ユ
ー
ロ
加
盟
国
の
権
利
保
護
、
②

（
九
二
〇
）
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憲
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八
三

イ
ギ
リ
ス
の
考
え
る
、
よ
り
競
争
力
の
あ
る
Ｅ
Ｕ
の
構
築
、
③
主
権
保
護
の
問
題
と
し
て
Ｅ
Ｕ
基
本
条
約
に
掲
げ
る
〝
絶
え
ず
一
層
緊
密

な
連
合
〞
の
イ
ギ
リ
ス
へ
の
適
用
除
外
、
④
移
民
に
対
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
福
祉
の
制
限
で
あ
る
。

こ
れ
ら
に
つ
い
て
イ
ギ
リ
ス
が
考
え
る
改
革
プ
ラ
ン
で
Ｅ
Ｕ
と
再
交
渉
し
、
そ
の
上
で
Ｅ
Ｕ
へ
残
留
す
る
か
否
か
を
国
民
に
問
う
と
い

う
こ
の
手
法
は
、
明
ら
か
に
、
一
九
七
五
年
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
労
働
党
内
閣
が
国
民
投
票
の
際
に
と
っ
た
手
法
と
同
じ
で
あ
る
。
し
か
も
当

時
も
政
権
内
に
公
然
と
そ
れ
に
反
対
す
る
大
臣
が
お
り
、
彼
ら
を
罷
免
す
る
こ
と
な
く
、
い
や
む
し
ろ
閣
内
一
致
の
憲
法
上
の
原
則
を
棚

上
げ
し
て
ウ
ィ
ル
ソ
ン
首
相
は
国
民
投
票
に
臨
ん
で
勝
利
し
た
、
こ
の
論
法
を
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
も
使
お
う
と
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

彼
も
ま
た
、
こ
の
前
例
に
な
ら
っ
て
国
民
投
票
で
勝
ち
、
そ
れ
に
よ
り
閣
内
の
Ｅ
Ｕ
懐
疑
派
を
抑
え
、
そ
の
後
の
政
権
運
営
を
確
実
な
も

の
に
で
き
る
は
ず
だ
と
考
え
た
。

⑶　

保
守
党
内
の
残
留
派
と
懐
疑
派

Ｅ
Ｕ
懐
疑
派
は
保
守
党
内
に
ど
れ
だ
け
い
て
、
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
者
達
を
い
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
保
守
党
議
員
、
と

く
に
Ｅ
Ｕ
懐
疑
派
は
ど
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
る
の
か
類
別
し
、
明
ら
か
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
ロ
ン
ド
ン
のL

ondon 

S
chool of E

conom
ics

のB
rexit

研
究
グ
ル
ー
プ
は
二
〇
一
〇
〜
二
〇
一
五
年
の
議
会
内
保
守
党
議
員
の
発
言
・
行
動
に
関
す
る
デ
ー

タ
を
取
り
、
Ｅ
Ｕ
問
題
に
関
す
る
彼
等
の
考
え
を
分
析
し
、
彼
ら
の
考
え
を
下
に
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
五
つ
に
類
別
さ

れ
る
と
し
た
。
下
に
掲
げ
る
通
り
で
あ
る

（
63
）

：

①　

親
Ｅ
Ｕ
派
（E

urophiles

）
議
員  

 
三
一
名
（
一
〇
％
）

（
九
二
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

八
四

Ｅ
Ｕ
の
な
か
で
イ
ギ
リ
ス
の
役
割
に
熱
狂
的
な
議
員
：
例
え
ばK

en C
larke, L

aura S
andys, R

obert B
uckland

ら
議
員

②　

ど
ち
ら
と
も
つ
か
な
い
議
員
（A

gnostics

）  
 

二
六
名
（
九
％
）

欧
州
問
題
に
確
た
る
見
解
を
表
明
し
て
い
な
い
議
員
：
例
え
ばN
icky M

organ, R
ehm

an C
hisu

ら
議
員

③　

穏
健
Ｅ
Ｕ
懐
疑
派
議
員
（S

oft E
urosceptics

）  
 

一
四
九
名
（
四
九
％
）

Ｅ
Ｕ
に
懐
疑
的
で
あ
る
が
、
究
極
的
に
は
Ｅ
Ｕ
に
残
留
し
た
が
っ
て
い
る
議
員
：D

avid C
am

eron, G
eorge O

sborne

ら
議
員
。

④　

潜
在
的
Ｅ
Ｕ
離
脱
派
（P

otential leavers

）
議
員  

 

六
四
名
（
二
一
％
）

有
利
な
交
渉
が
得
ら
れ
な
い
限
り
、
離
脱
に
向
け
て
投
票
し
た
が
っ
て
い
る
議
員
：John R

edw
ood, O

liver L
etw

in, Iain 

D
uncan S

m
ith

ら
議
員
。

⑤　

Ｅ
Ｕ
脱
退
派
（W

ithdraw
alists

）
議
員  

 

三
四
名
（
一
一
％
）

イ
ギ
リ
ス
を
Ｅ
Ｕ
か
ら
離
脱
さ
せ
た
が
っ
て
い
る
議
員
：B

ill C
ash, N

adine D
orries, Jacob R

ees-M
ogg

こ
れ
ら
五
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
③
、
④
及
び
⑤
を
さ
ら
に
、
穏
健
Ｅ
Ｕ
懐
疑
派
（S

oft E
urosceptics

）
と
強
硬
Ｅ
Ｕ
懐
疑
派
（hard 

E
urosceptics

）
の
二
者
に
凝
縮
し
て
、
強
硬
懐
疑
派
の
そ
れ
は
Ｅ
Ｕ
改
革
を
急
進
的
に
や
る
か
、
さ
も
な
く
ば
Ｅ
Ｕ
を
離
脱
す
る
と
い
う

も
の
、
他
方
、
こ
れ
以
上
、
如
何
な
る
統
合
を
望
ま
な
い
の
で
な
く
、
Ｅ
Ｕ
に
残
留
し
た
い
、
と
い
う
も
の
に
類
別
で
き
よ
う
。
と
す
れ

ば
④
は
も
と
も
と
Ｅ
Ｕ
か
ら
改
革
を
獲
得
で
き
れ
ば
残
留
に
賛
成
し
て
も
よ
い
と
い
う
グ
ル
ー
プ
な
の
で
、
③
と
④
は
ソ
フ
ト
、
す
な
わ

ち
、
穏
健
懐
疑
派
と
し
、
⑤
の
ハ
ー
ド
、
す
な
わ
ち
、
強
硬
懐
疑
派
と
二
者
に
類
別
し
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
類
別
し
た
と

き
、
二
〇
一
五
年
総
選
挙
後
の
キ
ャ
メ
ロ
ン
政
権
内
に
、
国
民
投
票
の
際
、
も
は
や
こ
れ
と
言
っ
て
親
欧
州
派
と
呼
べ
る
閣
僚
は
見
当
た

（
九
二
二
）
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（
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八
五

ら
ず
、
お
お
む
ね
穏
健
懐
疑
派
閣
僚
か
強
硬
懐
疑
派
の
閣
僚
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
。
外
務
大
臣
の
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ハ

モ
ン
ド
や
保
健
大
臣
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ハ
ン
ト
ら
の
多
く
は
キ
ャ
メ
ロ
ン
の
改
革
が
整
え
ば
Ｅ
Ｕ
残
留
に
投
票
し
て
も
よ
い
と
い
う
閣
僚
た

ち
、
他
方
、
労
働
・
年
金
大
臣
の
ダ
ン
カ
ン
・
ス
ミ
ス
や
、
司
法
大
臣
の
マ
イ
ケ
ル
・
コ
ー
ヴ
ら
は
強
硬
懐
疑
派
と
言
っ
て
い
い
で
あ
ろ

う
。
前
者
の
閣
僚
へ
の
説
得
は
可
能
だ
と
し
て
、
後
者
の
、
Ｅ
Ｕ
に
対
す
る
嫌
悪
感
を
募
ら
せ
て
止
ま
な
い
強
硬
Ｅ
Ｕ
懐
疑
派
閣
僚
に
対

し
て
は
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
は
説
得
を
断
念
せ
ざ
る
を
得
え
な
い
、
と
判
断
し
た
に
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る

（
64
）

。

か
く
し
て
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
は
「
Ｅ
Ｕ
は
多
く
の
保
守
党
議
員
に
と
っ
て
深
く
個
人
的
な
問
題
で
あ
る
。
大
臣
達
に
そ
の
良
心
に
従
う

自
由
を
与
え
る

（
65
）

」
と
述
べ
、
さ
ら
に
国
民
投
票
の
余
波
を
和
ら
げ
る
の
に
役
立
つ
た
め
に
、
首
相
は
「
大
臣
ら
が
国
民
投
票
で
い
ず
れ
か

の
側
に
立
っ
て
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
張
る
か
は
自
由
で
あ
り
」、
同
時
に
彼
は
、「
投
票
後
に
引
き
続
き
政
権
を
担
当
す
る
つ
も
り
で
あ
る

（
66
）

」

と
述
べ
た
。
こ
れ
も
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
首
相
が
と
っ
た
手
法
と
同
じ
で
あ
っ
た
。

⑷　

国
民
投
票
の
結
果
と
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
の
退
陣

二
〇
一
五
年
一
二
月
一
七
日
、
二
〇
一
五
年
国
民
投
票
法
（
Ｅ
Ｕ
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
法E

uropean U
nion R

eferendum
 A

ct 2015

）
が
制
定

さ
れ
、
翌
年
二
〇
一
六
年
六
月
二
三
日
に
国
民
投
票
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
二
〇
一
六
年
二
月
一
八
日
、
一
九
日
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル

で
開
催
さ
れ
る
欧
州
理
事
会
（
Ｅ
Ｕ
首
脳
会
議
）
で
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
に
よ
り
前
年
一
一
月
に
提
案
さ
れ
た
「
Ｅ
Ｕ
改
革
案
」
が
主
要

議
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
首
脳
間
で
同
年
二
月
二
〇
日
に
Ｅ
Ｕ
か
ら
お
お
む
ね
賛
成
と
の
同
意
が
得
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
を
受
け

て
、
同
年
六
月
二
三
日
に
、
イ
ギ
リ
ス
が
、
引
き
続
き
Ｅ
Ｕ
の
加
盟
国
と
し
て
残
留
す
る
の
か
、
離
脱
す
る
の
か
を
問
う
、
国
民
投
票
が

行
わ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
以
下
の
通
り
と
な
っ
た

（
67
）

：

（
九
二
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

八
六

投
票
率 

約
七
二
％

残
留
賛
成 

四
八
・
一
一
％

離
脱
賛
成 

五
一
・
八
九
％

し
か
し
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
の
思
惑
は
も
ろ
く
も
打
ち
砕
か
れ
、
以
上
の
通
り
、
国
民
投
票
の
結
果
は
四
％
に
も
届
か
な
い
僅
差
で
は

あ
っ
た
が
、「
Ｅ
Ｕ
残
留
派
（R

em
ain

）」
の
敗
北
・「
Ｅ
Ｕ
離
脱
派
（L

eave

）」
の
勝
利
で
決
着
が
つ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

政
権
内
の
最
重
要
な
Ｅ
Ｕ
関
係
の
政
策
が
国
民
投
票
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
た
こ
と
を
重
く
見
た
キ
ャ
メ
ロ
ン
は
、
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う

に
、
六
月
二
四
日
、
首
相
を
辞
任
す
る
こ
と
を
表
明
し
た

（
68
）

。
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
は
、
政
権
内
の
強
硬
な
Ｅ
Ｕ
懐
疑
派
閣
僚
を
説
得
で
き
な

か
っ
た
だ
け
で
な
く
、
彼
ら
の
主
張
の
方
が
国
民
投
票
で
支
持
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
辞
任
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
も
う
な

ず
け
ら
れ
よ
う
。

九
．
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
に
よ
る
改
革
プ
ラ
ン
を
振
り
返
る

国
民
投
票
の
結
果
は
上
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
改
め
て
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
が
国
民
投
票
を
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
Ｅ
Ｕ
に
提
示
し

た
四
つ
の
改
革
プ
ラ
ン
の
項
目
を
振
り
返
っ
て
見
る
。
四
つ
の
改
革
プ
ラ
ン
四
項
目
と
は
以
下
の
通
り
で
あ
っ
た

（
69
）

：

①　

イ
ギ
リ
ス
を
含
む
非
ユ
ー
ロ
加
盟
国
の
権
利
保
護
、

P
rotection of the single m

arket for B
ritain and other non-euro countries.

（
九
二
四
）
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八
七

②　

イ
ギ
リ
ス
の
考
え
る
、
よ
り
競
争
力
の
あ
る
Ｅ
Ｕ
の
構
築
、

B
oosting com

petitiveness by setting a target for the reduction of the “burden ” of red tape.
③ 　

主
権
保
護
の
問
題
と
し
て
Ｅ
Ｕ
基
本
条
約
に
掲
げ
る
〝
絶
え
ず
一
層
緊
密
な
連
合
〞
の
イ
ギ
リ
ス
へ
の
適
用
除
外
、

E
xem

pting B
ritain from

 “ever-closer union ” and bolstering national parliam
ents.

④　

移
民
に
対
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
福
祉
の
制
限
で
あ
る
。

R
estricting E

U
 m

igrants ’ access to in-w
ork benefi ts such as tax credits.

Ｅ
Ｕ
側
に
提
示
し
た
こ
れ
ら
四
つ
の
改
革
と
い
う
も
の
は
国
民
な
い
し
懐
疑
派
の
目
に
ど
う
映
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
、
ア
プ
リ
オ
リ

的
に
次
の
二
つ
の
点
か
ら
見
て
み
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
れ
ら
四
つ
の
う
ち
、
国
民
が
も
っ
と
も
関
心
を
抱
い
て
い
た
の
は
④
の
「
移
民

に
対
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
福
祉
の
制
限
」
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
懐
疑
派
が
最
も
こ
だ
わ
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
③
の
「
主
権
保
護
の
問
題

と
し
て
Ｅ
Ｕ
基
本
条
約
に
掲
げ
る
〝
絶
え
ず
一
層
緊
密
な
連
合
〞
の
イ
ギ
リ
ス
へ
の
適
用
除
外
」
だ
か
ら
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
こ
れ
ら
二

つ
を
検
証
し
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
の
提
案
が
敗
北
し
た
背
景
の
一
端
を
知
ろ
う
と
思
う
。

⑴　

移
民
に
対
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
福
祉
の
制
限

ま
ず
、
最
後
の
④
に
掲
げ
た
「
移
民
に
対
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
福
祉
の
制
限
」
を
取
り
上
げ
る
。
移
民
の
受
け
入
れ
に
関
す
る
改
革
案
は
、

閣
内
、
党
内
だ
け
で
な
く
、
反
Ｅ
Ｕ
・
反
移
民
を
掲
げ
て
支
持
を
拡
大
し
て
き
た
イ
ギ
リ
ス
独
立
党
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
も
、
政
府
提
案

は
も
っ
と
も
目
に
見
え
る
形
で
の
対
処
が
必
要
だ
っ
た
は
ず
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
が
打
ち
立
て
た
四
項
項
目
の
最
後

の
項
目
に
落
と
さ
れ
、
最
初
の
提
案
が
国
民
の
関
心
を
さ
ほ
ど
引
く
と
は
思
わ
れ
な
い
「
イ
ギ
リ
ス
を
含
む
非
ユ
ー
ロ
加
盟
国
の
権
利
保

（
九
二
五
）
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護
」
に
し
て
い
る
こ
と
に
、
国
民
に
は
関
心
を
は
ぐ
ら
か
さ
ら
れ
た
、
と
い
う
感
じ
に
見
え
な
い
で
も
な
い

（
70
）

。

そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
こ
こ
で
の
「
移
民
」
と
は
同
じ
加
盟
国
か
ら
職
を
求
め
て
自
由
移
動
す
る
労
働
者
と
そ
の
家
族
を
対
象
と
す
る

が
、
経
済
が
比
較
的
好
調
な
イ
ギ
リ
ス
に
は
毎
年
約
三
〇
万
人
の
移
民
が
流
入
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
と
く
に
二
〇
〇
四
年
の
東
欧
一
〇

ケ
国
の
Ｅ
Ｕ
加
盟
後
、
Ｅ
Ｕ
か
ら
職
を
求
め
て
イ
ギ
リ
ス
へ
移
動
す
る
移
民
の
数
が
急
速
に
拡
大
し
た
。
な
か
で
も
、
二
〇
一
四
年
の
統

計
で
顕
著
な
の
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
か
ら
の
移
民
が
最
も
多
く
、
二
〇
〇
四
年
に
は
七
万
人
弱
だ
っ
た
が
、
二
〇
一
四
年
現
在
で
、
八
〇
万

人
を
超
え
て
い
る
と
さ
れ
る

（
71
）

。
受
け
入
れ
当
初
は
、
イ
ギ
リ
ス
経
済
が
よ
く
、
こ
れ
ら
の
労
働
力
は
比
較
的
歓
迎
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。

し
か
し
、
二
〇
〇
九
年
の
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
以
降
、
冷
え
は
じ
め
た
経
済
状
況
下
で
、
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
移
民
を
受
け
入
れ
た
こ
と

で
、
逆
に
国
民
か
ら
職
を
奪
わ
れ
る
、
制
限
せ
よ
、
と
移
民
へ
の
不
満
が
高
ま
っ
て
行
っ
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
Ｅ
Ｕ
基
本
条
約
の
ひ

と
つ
で
あ
る
Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
第
四
五
条
一
項
に
よ
れ
ば
、「
労
働
力
の
自
由
移
動
は
、
Ｅ
Ｕ
内
に
お
い
て
確
保
さ
れ
る
」
と
さ
れ
、
同
条

約
一
八
条
に
お
い
て
は
「
国
籍
に
基
づ
く
差
別
は
す
べ
て
禁
止
さ
れ
る
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
の
判
例
に
、

自
由
移
動
し
た
移
民
と
そ
の
国
の
国
民
と
は
完
全
に
平
等
で
あ
る
べ
し
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
大
原
則
に
違
背
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
は
、
移
民
の
受
け
入
れ
は
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て

容
易
な
ら
ざ
る
問
題
と
捉
え
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
と
言
う
の
も
、
移
住
者
の
約
四
〇
％
が
年
平
均
六
千
ポ
ン
ド
の
手
当
て
を
受

給
し
て
お
り
、
国
家
財
政
を
圧
迫
し
、
移
民
に
対
す
る
Ｅ
Ｕ
の
福
祉
政
策
に
は
一
定
の
歯
止
め
が
必
要
だ
と
考
え
て
い
た
。

そ
れ
で
は
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
の
改
革
プ
ラ
ン
で
要
求
す
る
移
民
の
受
け
入
れ
制
限
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
、
端
的

に
言
え
ば
、
そ
れ
は
Ｅ
Ｕ
加
盟
諸
国
か
ら
の
「
域
内
市
民
が
イ
ギ
リ
ス
で
在
職
給
付
（in-w

ork benefi ts

）
や
公
営
住
宅
（social housing

）

入
居
の
資
格
を
得
る
ま
で
四
年
間
、
同
国
に
居
住
し
、
労
働
す
る
こ
と

（
72
）

。」
そ
う
で
な
い
限
り
、
こ
れ
ら
の
福
祉
手
当
を
受
給
で
き
な
い

（
九
二
六
）
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よ
う
に
す
る
と
い
う
も
の
。
キ
ャ
メ
ロ
ン
は
、
こ
れ
に
よ
り
急
増
す
る
移
民
を
制
限
で
き
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
が
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

確
か
に
、
こ
の
改
革
プ
ラ
ン
は
、
国
家
財
政
の
面
か
ら
、
議
会
の
エ
リ
ー
ト
政
治
家
層
に
は
そ
れ
な
り
の
効
果
が
あ
る
と
評
価
さ
れ
た

か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
福
祉
手
当
を
得
る
た
め
、
四
年
間
イ
ギ
リ
ス
に
居
住
し
、
労
働
す
る
こ
と
を
条
件
に
し
た
だ
け
の
受
け
入
れ
制

限
に
過
ぎ
な
い
の
が
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
の
提
案
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
多
く
の
国
民
か
ら
失
望
さ
れ
、
極
論
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

そ
れ
な
ら
ば
、
Ｅ
Ｕ
か
ら
脱
退
す
る
し
か
道
は
残
さ
れ
て
い
な
い
と
感
じ
ら
れ
る
ほ
ど
の
イ
ン
パ
ク
ト
の
な
い
提
案
に
映
っ
て
し
ま
っ
た

可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。

⑵　

主
権
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
へ
の
提
案
（
Ｅ
Ｕ
基
本
条
約
に
掲
げ
る
〝
絶
え
ず
一
層
緊
密
な
連
合
〞
の
イ
ギ
リ
ス
へ
の
適
用
除
外
）

移
民
の
問
題
と
は
違
い
、
四
つ
の
項
目
の
う
ち
、
主
権
保
護
の
問
題
と
し
て
③
の
Ｅ
Ｕ
基
本
条
約
に
掲
げ
る
〝
絶
え
ず
一
層
緊
密
な
連

合
〞
か
ら
適
用
除
外
を
求
め
る
要
求
は
、
Ｅ
Ｕ
懐
疑
派
が
も
っ
と
も
こ
だ
わ
っ
て
き
た
問
題
の
一
つ
と
言
っ
て
も
よ
い
。
も
し
こ
れ
が
認

め
ら
れ
れ
ば
、
国
境
で
の
入
国
審
査
な
し
で
域
内
を
移
動
で
き
る
シ
ェ
ン
ゲ
ン
協
定
と
単
一
通
貨
の
ユ
ー
ロ
と
い
っ
た
Ｅ
Ｕ
を
象
徴
す
る

二
つ
の
適
用
除
外
に
、
も
う
一
つ
適
用
除
外
が
加
え
ら
れ
、
Ｅ
Ｕ
か
ら
の
イ
ギ
リ
ス
へ
大
盤
振
る
舞
い
に
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
。

Ｅ
Ｕ
基
本
条
約
に
規
定
す
る
「
一
層
緊
密
化
す
る
連
合
」
の
例
外
（
適
用
除
外
）
に
せ
よ
と
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
要
求
は
、
端
的
に
言
え

ば
、
イ
ギ
リ
ス
が
さ
ら
な
る
政
治
統
合
の
プ
ロ
セ
ス
に
巻
き
込
ま
れ
た
く
な
い
と
い
う
要
求
と
言
っ
て
よ
い
。

欧
州
統
合
と
は
、
元
来
、
Ｅ
Ｕ
基
本
条
約
に
言
う
進
行
形
と
し
て
の
「
一
層
緊
密
化
す
る
連
合
」
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は

や
が
て
、
経
済
統
合
か
ら
政
治
統
合
へ
、
そ
し
て
そ
の
果
て
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
合
衆
国
と
い
う
連
邦
国
家
へ
の
目
標
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
場
合
、
イ
ギ
リ
ス
が
、
経
済
統
合
ま
で
は
よ
い
が
、
そ
こ
か
ら
先
の
政
治
統
合
へ
向
か
い
、
さ
ら
に
は
サ
ッ
チ
ャ
ー
が
嫌
っ
た
連
邦

（
九
二
七
）
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的
枠
組
み
へ
の
〝
一
層
緊
密
化
す
る
連
合
〞
へ
進
行
す
る
こ
と
だ
け
は
免
れ
た
い
、
と
い
う
の
が
イ
ギ
リ
ス
の
真
意
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
の
Ｅ
Ｕ
へ
の
要
求
は
、
そ
の
流
れ
に
ス
ト
ッ
プ
を
か
け
、
国
家
主
義
に
徹
し
よ
う
と
い
う
、

ま
さ
に
強
硬
Ｅ
Ｕ
離
脱
派
の
考
え
に
沿
う
主
張
と
い
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
ぬ
。

だ
が
、
Ｅ
Ｕ
は
本
来
、
Ｅ
Ｃ
と
し
て
出
発
す
る
時
点
か
ら
国
家
主
権
を
制
約
す
る
こ
と
が
基
本
条
約
の
本
旨
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
も

し
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
が
強
硬
派
を
満
足
さ
せ
る
の
が
第
一
義
で
、
国
民
を
納
得
さ
せ
る
の
が
第
二
義
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
一
九
七
五
年
の

ウ
ィ
ル
ソ
ン
内
閣
の
時
の
そ
れ
と
違
う
。
ウ
ィ
ル
ソ
ン
首
相
は
、
Ｅ
Ｃ
に
再
交
渉
を
求
め
、
そ
れ
に
よ
り
ま
ず
は
国
民
か
ら
Ｅ
Ｃ
残
留
を

勝
ち
取
っ
て
、
そ
の
う
え
で
、
政
権
内
の
反
欧
州
派
閣
僚
を
抑
え
、
そ
の
後
の
政
権
を
抑
え
る
の
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
逆
で
は

決
し
て
な
い
。

上
に
掲
げ
た
二
項
目
ほ
か
す
べ
て
の
提
案
を
掲
げ
て
国
民
投
票
で
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
が
敗
北
し
た
の
を
受
け
て
、
ジ
ャ
ン
・
モ
ネ
・

チ
ェ
ア
教
授
の
庄
司
克
宏
は
指
摘
す
る
：「
英
Ｅ
Ｕ
改
革
合
意
と
い
う
形
で
Ｅ
Ｕ
残
留
の
場
合
の
プ
ラ
ン
だ
け
は
用
意
し
て
い
た
が
、
イ

ギ
リ
ス
国
民
か
ら
は
見
向
き
も
さ
れ
な
か
っ
た
。
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
は
国
民
投
票
で
勝
利
す
る
こ
と
を
過
信
し
て
い
た
の
で
あ
る

（
73
）

」
と
。

一
〇
．
結
び
に
か
え
て

イ
ギ
リ
ス
の
産
業
革
命
の
時
期
を
正
確
に
述
べ
る
の
は
容
易
で
は
な
い
が
、
お
よ
そ
一
七
六
〇
年
代
に
始
ま
り
、
一
八
四
〇
年
頃
ま
で

続
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
結
果
、
イ
ギ
リ
ス
を
農
業
社
会
か
ら
工
業
社
会
に
変
貌
さ
せ
、
さ
ら
に
一
八
三
二
年
の
選
挙
法
の
大
改
正
を
も

た
ら
し
、
や
が
て
一
九
世
紀
に
は
議
会
制
民
主
主
義
を
確
立
し
て
い
く
。
そ
の
プ
ロ
セ
ス
で
ダ
イ
シ
ー
は
一
八
八
五
年
に
『
憲
法
研
究
序

（
九
二
八
）
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説
』
を
著
し
、
主
権
を
法
的
主
権
と
政
治
的
主
権
に
分
け
、
法
的
主
権
は
議
会
に
、
政
治
的
主
権
は
国
民
に
存
す
る
と
し
た
。

そ
の
意
味
で
言
う
な
ら
ば
、
そ
れ
以
前
の
、
名
誉
革
命
か
ら
産
業
革
命
ま
で
、
議
会
主
権
の
主
権
に
は
法
的
主
権
も
政
治
的
主
権
も
混

在
し
て
い
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
そ
の
時
期
に
お
い
て
、
国
民
投
票
は
議
会
主
権
と
は
相
い
れ
な
い
も
の
と
考
え
ら

れ
た
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
今
は
違
う
。
国
民
に
は
政
治
的
主
権
が
あ
り
、
そ
の
も
と
で
、
議
会
に
法
的
主
権
が
あ
る
と
言
っ
て
も
い
い
。
そ
の
な
か
で
、

国
民
投
票
は
議
会
に
と
り
基
本
的
に
諮
問
的
と
さ
れ
る
も
の
の
、
上
述
の
通
り
、
近
時
の
イ
ギ
リ
ス
憲
法
の
特
徴
は
、
問
題
に
よ
り
地
域

レ
ベ
ル
で
も
国
レ
ベ
ル
で
も
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
が
よ
く
活
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
の
よ
う
に
考
え
た
と
き
、
イ
ギ
リ
ス
が
一
九
七
三
年
に
当
時
の
Ｅ
Ｃ
に
加
盟
す
る
際
、
政
治
的
に
も
法
的
に
も
議
会
だ
け
で
加
盟
を

決
め
れ
ば
済
む
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
面
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
に
も
拘
わ
ら
ず
、
国
民
の
間
に
は
加
盟
の
是
非
を
問
う
べ
し
と

の
声
が
あ
り
な
が
ら
、
ボ
グ
ダ
ナ
ー
教
授
も
指
摘
し
た
通
り
、「
一
般
大
衆
の
意
見
の
あ
り
の
ま
ま
の
状
態
を
議
会
で
ど
の
よ
う
に
反
映

さ
せ
よ
う
と
し
た
か
」、
ヒ
ー
ス
政
権
は
議
会
に
お
い
て
十
分
な
説
明
を
果
た
さ
な
い
ま
ま
、
欧
州
共
同
体
に
加
盟
し
た
。
そ
の
功
罪
は

種
々
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
党
内
外
に
欧
州
懐
疑
派
を
生
み
出
す
結
果
と
な
り
、
上
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
こ
れ
以
降
、
保
守
党
も
労
働
党

も
、
政
権
運
営
は
厳
し
い
も
の
と
な
り
、
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
・
モ
デ
ル
と
言
わ
れ
る
強
力
な
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
に
弱
体
を
も
た
ら
し

た
こ
と
。
具
体
的
に
は
総
選
挙
の
際
の
投
票
率
の
低
下
、
ハ
ン
グ
・
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
の
し
ば
し
ば
の
出
現
、
典
型
的
に
は
Ｅ
Ｕ
政
策
に
対

す
る
政
権
内
の
分
裂
を
招
来
し
、
国
民
に
長
く
政
治
不
信
を
も
た
ら
し
た
こ
と
は
否
め
な
い
。

さ
ら
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｃ
加
盟
時
の
議
会
審
議
の
中
で
、
ヒ
ー
ス
政
権
は
「
い
か
な
る
憲
法
上
の
革
新
を
伴
う
も
の
で
な
い
」
と
言

わ
し
め
、
Ｅ
Ｃ
加
盟
を
乗
り
切
っ
た
が
、「
い
か
な
る
憲
法
上
の
革
新
」
の
中
に
は
、
議
会
主
権
の
変
更
を
含
ん
で
い
る
こ
と
は
明
ら
か

（
九
二
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

九
二

で
あ
り
、
そ
の
変
更
を
伴
な
う
も
の
で
な
い
、
と
言
い
切
っ
た
こ
と
に
関
し
、
筆
者
は
別
稿
で
憲
法
上
の
禍
根
と
し
て
指
摘
し
た
こ
と
が

あ
る

（
74
）

。
本
稿
で
は
特
に
こ
れ
を
焦
点
に
し
な
か
っ
た
が
、
こ
の
点
で
も
欧
州
懐
疑
派
が
加
盟
以
降
、
欧
州
統
合
が
進
展
し
て
い
く
な
か

で
、
い
よ
い
よ
敏
感
さ
を
増
し
て
い
く
。
ヒ
ー
ス
政
権
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
当
時
議
会
で
十
分
に
説
明
責
任
を
果
た
し
た
と
は
言
え

な
か
っ
た
。

二
〇
一
六
年
の
国
民
投
票
で
は
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
は
、
一
九
七
五
年
の
国
民
投
票
を
先
例
と
し
て
、
Ｅ
Ｕ
と
再
交
渉
す
る
と
の
条
件

に
、
閣
内
一
致
の
憲
法
上
の
原
則
を
棚
上
げ
し
て
選
挙
戦
を
戦
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
九
七
五
年
の
国
民
投
票
の
時
と
違
い
、
国

民
に
よ
るV

eto

が
下
っ
た
。
国
民
投
票
を
前
に
、
移
民
の
問
題
さ
ら
に
は
主
権
保
護
を
含
む
四
つ
の
改
革
プ
ラ
ン
を
Ｅ
Ｕ
に
迫
り
、
そ

れ
へ
の
Ｅ
Ｕ
か
ら
の
好
意
的
な
回
答
を
得
た
な
か
で
の
国
民
投
票
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
の
四
つ
の
改
革
プ
ラ
ン
の
ど
れ
も
、
キ
ャ
メ
ロ

ン
首
相
は
、
懐
疑
派
か
ら
、
そ
し
て
国
民
か
ら
も
そ
っ
ぽ
を
む
か
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
二
〇
一
三
年
、
彼
が
国
民
投
票
を
行
う
と
声
明
を
述
べ
た
ブ
ル
ー
ム
バ
ー
グ
演
説

（
75
）

の
な
か
で
、
イ
ギ
リ
ス
は
歴
史
的

に
は
欧
州
に
対
し
て
常
に
オ
ー
プ
ン
だ
っ
た
と
し
な
が
ら
も
、「
我
が
国
の
地
形
が
、
我
々
の
心
理
を
形
作
っ
て
い
る
の
は
真
実
だ
。

我
々
は
島
国
民
と
し
て
の
性
質
│
独
立
心
、
率
直
さ
、
我
が
国
の
主
権
の
守
ろ
う
と
す
る
上
で
の
熱
情
さ
│
を
持
っ
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス

海
峡
に
そ
れ
を
棄
て
る
よ
り
、
イ
ギ
リ
ス
人
の
こ
の
敏
感
性
を
こ
れ
以
上
変
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
。
こ
れ
を
知
る
限
り
、
彼
も
ま

た
元
を
正
せ
ば
、
欧
州
ソ
フ
ト
懐
疑
派
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
彼
が
Ｅ
Ｕ
へ
の
加
盟
条
件
の
再
交
渉
を
図
っ
た
う
え

で
国
民
投
票
を
行
っ
た
が
、
彼
が
真
に
国
民
投
票
の
あ
り
う
る
結
果
を
ど
う
考
え
て
い
た
の
か
は
な
は
だ
疑
問
で
あ
る
。
国
民
か
ら
の

ヴ
ェ
ト
は
十
分
あ
り
え
た
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
国
民
投
票
で
は
わ
ず
か
四
％
の
差
で
、
Ｅ
Ｕ
か
ら
の
離
脱
が
決
ま
っ
た
こ
と
に
国
民
投
票
の
怖
さ
が

（
九
三
〇
）



ブ
レ
グ
ジ
ッ
ト
と
イ
ギ
リ
ス
憲
法
（
加
藤
）

九
三

あ
る
と
感
じ
る
向
き
は
大
い
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
結
果
を
受
け
て
、
メ
イ
政
権
は
直
ち
に
Ｅ
Ｕ
第
五
〇
条
に
基
づ
き
、
Ｅ
Ｕ
側
に
脱

退
通
告
を
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
こ
れ
に
市
民
か
ら
こ
れ
ま
で
の
Ｅ
Ｕ
法
の
権
利
を
奪
う
も
の
で
あ
り
、
政
府
に
は
イ
ギ
リ
ス
憲
法
上
、

議
会
の
承
認
な
し
に
離
脱
通
告
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
の
訴
え
が
提
起
さ
れ
た
。
い
わ
ゆ
る
ミ
ラ
ー
事
件
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

最
高
裁
判
所
は
、
二
〇
一
七
年
一
月
二
四
日
、「
Ｅ
Ｕ
か
ら
の
脱
退
は
Ｅ
Ｕ
法
の
法
源
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
間
違
い
な
く

イ
ギ
リ
ス
の
憲
法
体
制
に
根
本
的
な
変
更
を
招
く
。
か
か
る
根
本
的
変
更
は
、
…
議
会
の
事
前
の
立
法
を
通
じ
て
な
さ
れ
る
こ
と
が
要
求

さ
れ
て
い
る

（
76
）

」
と
し
て
市
民
の
訴
え
を
受
け
入
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
受
け
て
、
議
会
は
同
年
三
月
、
直
ち
に
脱
退
通
告
法
を
可
決
し

て
、
首
相
に
Ｅ
Ｕ
へ
の
脱
退
通
告
権
限
を
与
え
た
。
最
高
裁
判
決
か
ら
た
っ
た
二
ケ
月
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
メ
イ
首
相
は
同
三
月
に

Ｅ
Ｕ
へ
正
式
に
脱
退
を
通
告
し
た
の
で
あ
る
。

議
会
に
は
法
的
主
権
が
あ
り
、
憲
法
改
正
も
過
半
数
で
決
定
で
き
る
。
し
か
し
こ
こ
に
イ
ギ
リ
ス
の
議
会
主
権
の
怖
さ
が
あ
る
か
も
し

れ
な
い
。
成
文
憲
法
の
国
で
あ
れ
ば
、
憲
法
改
正
の
ハ
ー
ド
ル
は
高
い
。
二
〇
一
六
年
の
国
民
投
票
で
わ
ず
か
四
％
の
差
で
Ｅ
Ｕ
か
ら
の

脱
退
が
決
ま
っ
た
も
の
の
、
そ
の
後
政
府
の
Ｅ
Ｕ
へ
の
脱
退
通
告
を
違
憲
と
し
て
訴
え
た
い
わ
ゆ
る
ミ
ラ
ー
事
件
で
最
高
裁
は
二
〇
一
七

年
一
月
二
四
日
に
こ
れ
を
受
け
容
れ
る
判
決
を
下
し
た
。
こ
の
判
決
か
ら
わ
ず
か
二
ヶ
月
後
の
三
月
一
三
日
、
議
会
は
政
府
に
正
式
に

Ｅ
Ｕ
か
ら
の
脱
退
す
る
権
限
を
付
与
す
る
二
〇
一
七
年
Ｅ
Ｕ
脱
退
通
告
法
を
可
決
し
た
。
こ
れ
は
軟
性
憲
法
と
言
わ
れ
る
イ
ギ
リ
ス
憲
法

の
な
せ
る
特
徴
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
わ
ず
か
二
ヶ
月
と
い
う
短
か
さ
で
憲
法
改
正
を
議
会
が
過
半
数
で
あ
る
意
味
、
い
と

も
容
易
に
決
定
す
る
こ
と
で
よ
か
っ
た
か
、
今
後
に
課
題
が
あ
り
そ
う
に
感
じ
る
。
現
行
憲
法
上
仕
方
な
い
に
し
て
も
、
せ
め
て
二
ケ
月

で
決
め
る
の
で
な
く
、
議
会
は
も
う
一
年
延
期
し
て
で
も
、
国
民
投
票
の
結
果
を
議
論
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
。
軟
性
憲
法
の
落
と
し

穴
で
あ
る
よ
う
に
筆
者
に
は
思
わ
れ
る
。

（
九
三
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

九
四

（
1
） 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
統
合
は
、
一
九
五
二
年
に
Ｅ
Ｃ
Ｓ
Ｃ
＝
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
石
炭
鉄
鋼
共
同
体
を
設
立
す
る
た
め
、
パ
リ
条
約
が
締
結
さ
れ
、
フ
ラ
ン

ス
と
当
時
の
西
ド
イ
ツ
が
中
心
と
な
っ
て
六
か
国
で
発
足
。
一
九
五
八
年
に
Ｅ
Ｅ
Ｃ
及
び
Ｅ
Ｕ
Ｒ
Ａ
Ｔ
Ｏ
Ｍ
を
設
立
す
る
た
め
、
二
つ
の
ロ
ー
マ
条

約
が
締
結
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
三
つ
の
共
同
体
は
、
一
九
六
七
年
以
降
、
Ｅ
Ｃ
と
の
総
称
で
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

（
2
） 
一
九
七
二
年
一
月
二
二
日
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
で
、
イ
ギ
リ
ス
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
デ
ン
マ
ー
ク
の
ほ
か
に
ノ
ル
ウ
ェ
ー
も
加
盟
条
約
に
署
名
し

た
。
し
か
し
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
は
批
准
に
あ
た
っ
て
国
民
投
票
に
よ
り
拒
否
さ
れ
た
た
め
、
加
盟
で
き
な
か
っ
た
。

（
3
） 

イ
ギ
リ
ス
は
、
加
盟
条
約
を
批
准
後
、
一
九
七
二
年
一
〇
月
一
七
日
、
イ
ギ
リ
ス
国
会
に
よ
り
、「
一
九
七
二
年
欧
州
共
同
体
法
」
が
制
定
さ

れ
た
。
こ
れ
以
降
、
Ｅ
Ｃ
法
（
現
Ｅ
Ｕ
法
）
は
イ
ギ
リ
ス
の
国
内
法
の
一
部
と
な
り
、
市
民
は
Ｅ
Ｃ
法
上
の
権
利
を
享
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ

の
度
、
イ
ギ
リ
ス
が
Ｅ
Ｕ
を
脱
退
す
る
に
あ
た
り
、
一
九
七
二
年
欧
州
共
同
体
法
の
効
力
を
失
わ
せ
る
た
め
、「
二
〇
一
八
年
Ｅ
Ｕ
脱
退
法
」、
す
な

わ
ちE

uropean U
nion

（W
ithdraw

al

） A
ct 2018

が
制
定
さ
れ
た
。
同
脱
退
法
は
、
同
時
に
、
こ
れ
ま
で
効
力
を
有
し
て
い
た
Ｅ
Ｕ
法
を
イ
ギ

リ
ス
の
国
内
法
に
転
換
し
、
こ
れ
ら
を
保
持
さ
れ
た
Ｅ
Ｕ
法
（retained E

U
 law

）
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
の
法
体
系
の
中
に
残
存
す
る
こ
と
と
し
た
。

ま
た
、
脱
退
以
前
の
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
の
判
例
は
、
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
の
最
高
裁
判
所
お
よ
び
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
のH

igh C
ourt of 

Judiciary

の
決
定
と
同
等
の
先
例
と
し
て
の
地
位
を
保
持
す
る
こ
と
に
し
た
。

（
4
） 

イ
ギ
リ
ス
は
六
一
年
八
月
、
正
式
に
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
を
行
な
っ
た
が
、
六
三
年
（
申
請
は
六
一
年
）、
さ
ら
に
は
六
七
年
五
月
の
労
働
党
内
閣

に
よ
る
第
二
回
の
加
盟
申
請
も
、
ド
・
ゴ
ー
ル
仏
大
統
領
の
拒
否
権
発
動
に
よ
っ
て
加
盟
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
第
三
回
目
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
時

に
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
加
盟
に
反
対
し
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
の
ド
・
ゴ
ー
ル
大
統
領
が
一
九
六
九
年
に
退
陣
し
た
こ
と
も
あ
り
、
Ｅ
Ｃ
の
拡
大
の
機
運
も

あ
っ
て
一
九
七
三
年
の
加
盟
に
向
か
う
こ
と
と
な
る
。

（
5
） 

一
九
六
一
年
に
当
時
の
保
守
党
マ
ク
ミ
ラ
ン
首
相
が
Ｅ
Ｃ
に
加
盟
申
請
を
し
よ
う
と
決
め
て
か
ら
一
九
七
三
年
に
加
盟
す
る
ま
で
に
一
二
年
間

の
月
日
が
経
過
し
た
。

（
6
） D

avid W
illiam

 D
onald C

am
eron

（
一
九
六
六
年
〜
）。

（
7
） 

二
〇
一
六
年
六
月
二
三
日
付
け
国
民
投
票
の
結
果
（
保
守
党
政
権
下
）：
投
票
率 

約
七
二
％
、
残
留
賛
成
四
八
・
一
一
％
、
離
脱
賛
成

五
一
・
八
九
％
。

（
九
三
二
）



ブ
レ
グ
ジ
ッ
ト
と
イ
ギ
リ
ス
憲
法
（
加
藤
）

九
五

（
8
） A

.V
. D

icey, O
u

gh
t th

e referen
d

u
m

 to be in
trod

u
ced

 in
to “E

n
glan

d
”?  C

ontem
porary R

eview
 

（1890

）, at pp. 489-511. 

そ
の

後
も
、
例
え
ば
、H

enry S
idgw

ick, E
lem

ents of P
olitics 

（1891

）, p. 559. 

さ
ら
にE

. H
. L

ecky

が
や
は
り
一
八
九
九
年
に
国
民
投
票
の
導

入
を
提
唱
し
て
い
る
。S

ee: W
illiam

 E
.H

. L
ecky, D

em
ocracy an

d
 L

iberty, vol. 1, 

（1899

）, pp. 277 ff .

（
9
） M

ads Q
vortrup, A

.V
. D

icey: T
h

e R
eferen

d
u

m
 as th

e P
eople’s V

eto, H
istory of P

olitical T
hought, vol. 20, N

o. 3, 

（A
utum

n 

1999

）, pp. 531-546. 

し
か
し
、
ダ
イ
シ
ー
は
そ
れ
以
前
、
例
え
ば
、
国
民
投
票
を
ス
イ
ス
民
主
主
義
の
も
っ
と
も
疑
わ
し
い
手
段
の
一
つ
と
し
て

考
え
て
い
た
が
、
そ
の
後
、
下
院
の
権
力
に
対
す
る
上
院
の
伝
統
的
な
チ
ェ
ッ
ク
を
、
次
第
に
正
当
性
を
欠
く
も
の
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
、
国
民

投
票
に
対
す
る
従
来
の
考
え
を
変
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
。S

ee: M
ads Q

vortrup, Ibid
., at 532.

（
10
） 

投
票
率
八
四
・
五
九
％　

独
立N

o

が
五
五
・
三
％　

Y
es

が
四
四
・
七
％. S

ee: O
pen L

earn 2 M
arch 2015.

（
11
） 

「
一
九
七
五
年
国
民
投
票
法
」R

eferendum
 A

ct 1975

に
基
づ
く
一
九
七
五
年
の
国
民
投
票
。

（
12
） 

「
二
〇
一
一
年
対
案
投
票
制
国
民
投
票
法
」A

lternative V
ote R

eferendum
 2011

に
基
づ
く
。
二
〇
一
一
年
、
小
選
挙
区
制
（
Ｆ
Ｐ
Ｐ
Ｓ
）

を
廃
止
し
て
、
対
案
投
票
制
（A

lternative V
ote system

）
に
変
更
す
べ
き
か
ど
う
か
問
う
た
国
民
投
票
。
保
守
党
と
自
民
党
と
の
連
立
合
意
に

基
づ
い
て
二
〇
一
一
年
五
月
五
日
に
行
わ
れ
た
。
選
挙
結
果
は
、
投
票
率
四
一
・
九
七
％
、
賛
成
三
二
・
〇
九
％
、
反
対
六
七
・
八
七
％
で
対
案
投
票

制
は
否
決
さ
れ
た
。

（
13
） E

uropean U
nion R

eferendum
 A

ct 2015
に
基
づ
く
二
〇
一
六
年
の
国
民
投
票
で
あ
る
。

（
14
） 

こ
れ
は
ギ
リ
シ
ャ
が
ユ
ー
ロ
圏
か
ら
離
脱
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
機
の
際
に
、G

reece

と
離
脱
を
意
味
す
るexit

を
合
わ
せ
て

G
rexit

な
る
造
語
が
作
ら
れ
た
。B

rexit

は
そ
れ
を
模
し
て
造
ら
れ
た
。
日
本
語
で
言
え
ば
〝
ブ
レ
グ
ジ
ッ
ト
〞
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
こ
こ
で
も

便
宜
上
し
ば
し
ば
そ
れ
を
用
い
る
。 

（
15
） 

た
だ
し
、
一
〇
月
の
党
大
会
ま
で
の
三
ケ
月
間
は
引
き
続
き
首
相
を
務
め
る
と
表
明
。

（
16
） 

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
卒
業
、
六
一
才
、
七
六
代
女
性
宰
相
、
就
任
二
〇
一
七
年
七
月
一
三
日
、T

heresa M
ary M

ay

、
一
九
五
六
年

一
〇
月
一
日
〜
。

（
17
） 

Ｅ
Ｕ
条
約
五
〇
条
一
項
は
、「
如
何
な
る
加
盟
国
も
、
そ
れ
自
身
の
憲
法
要
件
に
従
い
、
Ｅ
Ｕ
か
ら
の
脱
退
を
決
定
で
き
る
」
と
し
、
同
条
二

（
九
三
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

九
六

項
で
は
、「
脱
退
を
決
定
し
た
加
盟
国
は
、
そ
の
意
思
を
欧
州
理
事
会
に
通
告
す
る
も
の
と
す
る
。
Ｅ
Ｕ
は
欧
州
理
事
会
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
指
針

に
照
ら
し
て
、
当
該
加
盟
国
と
交
渉
に
入
り
、
合
意
に
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
」

（
18
） 
正
式
な
事
件
名
はR

 (on
 th

e application
 of M

iller an
d

 D
os S

an
tos) v S

ecretary of S
tate for E

xitin
g th

e E
u

ropean
 U

n
ion

. 

﹇2017
﹈U

K
S
C
 5 on appeals from

: 

﹇2016

﹈E
W

H
C
 2768 and

﹇2016

﹈N
IQ

B
 85

で
あ
る
。
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
訳
す
と
、〝
国
王
対
Ｅ
Ｕ
離

脱
大
臣
事
件
〞
で
あ
る
が
、
一
般
的
に
ミ
ラ
ー
事
件
（
単
にM

iller case

、
ま
た
は
、T

he 2017 S
uprem

e C
ourt Judgem

ent in the M
iller 

C
ase

）
と
称
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
ま
た
、
正
式
な
事
件
名
の
な
か
で
ミ
ラ
ー
と
ド
ス
・
サ
ン
ト
ス
は
こ
の
事
件
を
申
し
立
て
た
申
立
人

（applicants

）
で
あ
る
が
、
高
等
裁
判
所
判
決
の
な
か
で
裁
判
官
達
は
彼
ら
を
し
ば
し
ばclaim

ants

す
な
わ
ち
原
告
と
呼
ん
で
い
る
の
で
、
本
稿

で
も
そ
の
よ
う
に
言
及
す
る
。
本
件
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
拙
稿
「B

rexit

と
イ
ギ
リ
ス
憲
法
│
二
〇
一
七
年
ミ
ラ
ー
事
件
の
最
高
裁
判
決
を
中

心
に
│
」（
二
〇
一
七
年
九
月
）
日
本
法
学
八
三
巻
二
号
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
19
） 

高
等
裁
判
所
は
一
審
と
し
て
機
能
す
る
と
き
は
通
常
単
独
の
裁
判
官
に
よ
り
審
理
さ
れ
る
が
、
本
件
は
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
か
ら
の
上
訴
を
受
け

た
上
訴
審
と
し
て
事
件
が
併
合
さ
れ
、
三
名
の
裁
判
官
に
よ
る
合
議
法
廷
に
よ
り
審
理
さ
れ
た
。R

 (on
 th

e application
 of th

e A
ttorn

ey 

G
en

eral for N
orth

ern
 Irelan

d
) v S

ecretary of S
tate for E

xitin
g th

e E
u

ropean
 U

n
ion

 an
d

 th
e S

ecretary of S
tate for N

orth
ern

 

Irelan
d

, ex parte A
gn

ew
 an

d
 oth

ers (N
orth

ern
 Irelan

d
):R

 (on
 th

e application
 of M

cC
ord

) v S
ecretary of S

tate for E
xitin

g 

th
e E

u
ropean

 U
n

ion
 an

d
 th

e S
ecretary of S

tate for N
orth

ern
 Irelan

d
 (N

orth
ern

 Irelan
d

).

（
20
） 

拙
稿
「B

rexit

と
イ
ギ
リ
ス
憲
法
│
二
〇
一
七
年
ミ
ラ
ー
事
件
の
最
高
裁
判
決
」
日
本
法
学
（
二
〇
一
七
年
）
九
三
巻
第
二
号
、
一
│
四
二

頁
参
照
。

（
21
） 

「
二
〇
一
七
年
Ｅ
Ｕ
（
脱
退
通
告
）
法
」E

uropean U
nion

（N
otifi cation of W

ithdraw
al

）A
ct

と
さ
れ
る
。

（
22
） 

Ｅ
Ｕ
条
約
五
〇
条
第
二
項
。
な
お
、
二
〇
一
八
年
六
月
二
六
日
、
イ
ギ
リ
ス
議
会
は
Ｅ
Ｕ
脱
退
法
を
制
定
し
、
来
年
、
正
式
に
脱
退
が
決
ま
れ

ば
、
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
加
盟
を
法
的
に
根
拠
づ
け
て
い
た
「
一
九
七
二
年
欧
州
共
同
体
法
」
の
廃
止
を
決
め
た
。

（
23
） E

uropean U
nion 

（W
ithdraw

al

） A
ct 2018. 

全
部
で
二
五
ケ
条
と
付
則
九
ケ
条
か
ら
成
る
。

（
24
） A

.V
. D

icey, O
u

gh
t th

e referen
d

u
m

 to be in
trod

u
ced

 in
to “E

n
glan

d
”?, Ibid

.

（1890

） C
ontem

porary R
eview

, at pp. 489-

（
九
三
四
）



ブ
レ
グ
ジ
ッ
ト
と
イ
ギ
リ
ス
憲
法
（
加
藤
）

九
七

511. S
ee also: M

ads Q
vortrup, Ibid

. A
. V

. D
icey ’s T

heory: the referendum
 as the P

eoples ’s veto, at pp. 51-67, in A
 

C
om

parative S
tudy of R

eferendum
s -G

overnm
ent by P

eople-, M
anchester U

niversity P
ress, 2002, L

ucy A
tkinson and A

ndrew
 

B
lick, R

eferendum
s and the C

onstitution, T
he C

onstitution S
ociety, 2017, at p. 22, and R

ichard A
. C

osgrove, T
h

e R
u

le of 

L
aw

: A
lbert V

en
n

 D
icey V

ictoria Ju
rist, T

he U
niversity of N

orth C
arolina P

ress, 1980.

（
25
） V

ernon B
ogdanor, T

he P
eople &

 T
he P

arty S
ystem

-T
he R

eferendum
 and electoral reform

, 1981, C
am

bridge U
niversity 

P
ress, at p. 67.

（
26
） 

議
会
主
権
と
国
民
投
票
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
「B

rexit

と
イ
ギ
リ
ス
憲
法
」
二
一
│
二
五
頁
参
照
。

（
27
） 

こ
の
時
点
で
も
、A

nn L
yon

は
、「
イ
ギ
リ
ス
国
民
の
間
に
イ
ギ
リ
ス
連
合
へ
の
忠
誠
心
が
継
続
し
て
強
い
こ
と
も
あ
り
、
問
題
は
セ
ン
シ

テ
ィ
ブ
で
あ
っ
た
」
だ
け
で
な
く
、「
労
働
党
の
ヒ
ュ
ー
・
ガ
イ
ツ
ケ
ル
（H

ugh G
aitskell

）
の
動
き
を
批
判
し
、
す
べ
て
の
保
守
党
員
も
マ
ク

ミ
ラ
ン
の
考
え
を
決
し
て
共
有
し
な
か
っ
た
」
と
い
う
。A

nn L
yon, C

onstitutional H
istory of the U

K
, at 446.

（
28
） S

ee e.g.: B
ritain, the C

om
m
onw

ealth and E
urope--the C

om
m
onw

ealth and B
ritain ’s applications to join the E

uropean 

C
om

m
unities 

（P
algrave M

acm
illan, 2001
）, edited by A

lex M
ay, at p. 12.

（
29
） A

nn L
yon, C

on
stitu

tion
al H

istory of th
e U

K
, at. 447.

（
30
） 

Ibid
.

（
31
） 

Ibid
.

（
32
） 

Ibid
.

（
33
） V

ernon B
ogdanor, R

eferen
d

u
m

s in
 B

ritish
 P

olitics, C
ontem

porary R
ecord 

（2008

）, vol 2, N
o. 4, p. 12.

（
34
） V
. B

ogdanor, Ibid
.

（
35
） 

さ
ら
に
、
イ
ギ
リ
ス
は
一
九
七
三
年
に
加
盟
す
る
と
き
、
Ｅ
Ｃ
に
は
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
の
妥
協
と
い
う
暗
黙
の
合
意
が
な
さ
れ
て
、
Ｅ
Ｃ
は
十

分
に
機
能
し
な
い
状
況
に
陥
っ
て
い
た
。
石
油
シ
ョ
ッ
ク
に
よ
る
不
況
の
な
か
、
Ｅ
Ｃ
（
現
Ｅ
Ｕ
）
の
特
徴
で
あ
る
主
権
制
約
を
い
と
わ
な
い
欧
州

統
合
が
〝
と
ん
挫
〞
し
て
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
は
加
盟
に
あ
た
っ
て
、
主
権
を
懐
深
く
し
ま
い
込
む
こ
と
が
可
能
の
状
態
で
加
盟
申
請
が
成
功
し
た
よ

（
九
三
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

九
八

う
に
思
わ
れ
る
。

（
36
） V

ernon B
ogdanor, Ibid

.
（
37
） 
と
き
と
し
て
そ
れ
は
ヘ
イ
ル
シ
ャ
ム
卿
に
よ
り
〝
選
挙
独
裁
〞（elective dictatorship

）（1976 D
im

bleby L
ecture

）
と
称
さ
れ
た
。

（
38
） 
選
挙
制
度
問
題
イ
ギ
リ
ス
調
査
報
告
書
「
機
能
不
全
に
陥
る
イ
ギ
リ
ス
小
選
挙
区
制
か
ら
何
を
学
ぶ
か
」（
自
由
法
曹
団
）
三
頁
の
表
一
：
二

大
政
党
と
自
由
民
主
党
の
得
票
率
と
議
席
占
有
率
の
推
移
（K

avanagh &
 B

utler, 2005, 

及
び
Ｂ
Ｂ
Ｃ
）
を
参
照
。
さ
ら
に
筆
者
が
二
〇
一
〇
年

以
降
に
つ
い
て
加
筆
し
た
。

（
39
） 

そ
の
後
、
二
〇
一
一
年
議
会
任
期
固
定
法
の
下
、
メ
イ
首
相
は
、
議
会
の
承
認
を
得
て
、
二
〇
一
七
年
六
月
八
日
、
総
選
挙
に
踏
み
切
っ
た
。

こ
れ
ま
で
、
国
王
が
も
つ
国
王
大
権
中
、
議
会
の
解
散
大
権
が
あ
り
、
そ
の
行
使
に
つ
い
て
国
王
に
助
言
す
る
首
相
が
主
導
し
て
下
院
の
総
選
挙
の

施
行
時
期
を
決
定
し
て
き
た
。
し
か
し
、
保
守
党
と
自
由
民
主
党
の
連
立
政
権
は
二
〇
一
一
年
、「
議
会
解
散
権
抑
制
法
」（F

ixed-term
 

P
arliam

ents A
ct 2011, 2011 c. 14

）
を
成
立
さ
せ
、
下
院
任
期
を
原
則
五
年
と
定
め
た
。
た
だ
し
、
任
期
満
了
に
よ
ら
な
い
下
院
の
総
選
挙
は
、

そ
の
自
主
解
散
が
あ
っ
た
場
合
又
は
下
院
に
よ
る
政
権
の
不
信
任
決
議
案
の
可
決
後
所
定
の
期
間
内
に
現
政
権
を
改
め
て
信
任
し
若
し
く
は
新
政
権

を
新
た
に
信
任
す
る
決
議
案
が
可
決
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
限
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。S

ee e.g.: H
ow

 can T
heresa M

ay escape from
 the 

F
ixed T

erm
 P

arliam
ents A

ct? 19th A
pril 2017 O

penL
earn. 

と
こ
ろ
で
、
首
相
は
自
主
解
散
と
し
て
解
散
の
動
議
は
出
せ
る
が
下
院
で
三

分
の
二
以
上
の
賛
成
が
必
要
と
な
っ
た
。
二
〇
一
七
年
四
月
一
八
日
、
メ
イ
首
相
は
閣
議
後
、
直
ち
に
解
散
を
宣
言
。
こ
れ
に
労
働
党
の
コ
ー
ビ
ン

党
首
も
応
じ
、
翌
日
の
一
九
日
、
議
会
下
院
で
、
賛
成
五
二
二
、
反
対
一
三
で
、
三
分
の
二
の
賛
成
を
得
て
承
認
さ
れ
、
総
選
挙
と
な
っ
た
。S

ee 

e.g.: H
ow

 can T
heresa M

ay call an early election under the F
ixed-term

 P
arliam

ents A
ct? 18 A

pril 2017 N
ew

S
tatesm

an. 

ま
た
、

河
島
太
朗
「
イ
ギ
リ
ス
の
2
0
1
1
年
議
会
解
散
権
抑
制
法
」
外
国
の
立
法
二
五
四
（
二
〇
一
二
・
一
二
）
参
照
。

（
40
） 

イ
ギ
リ
ス
議
会
の
オ
ン
ラ
イ
ン
電
子
請
願
。
公
式
の
ウ
ェ
ッ
ブ
サ
イ
ト
。P

etition P
arliam

ent and the governm
ent - G

O
V
.U

K
 

https://w
w
w
.gov.uk/petition-governm

ent. 

紙
媒
体
に
よ
る
請
願
と
は
別
に
、
二
〇
一
一
年
八
月
か
ら
、
保
守
党
と
自
民
党
連
立
政
権
下
で
、

政
府
主
導
に
よ
る“online petitions ”

、
す
な
わ
ち
電
子
請
願
シ
ス
テ
ム
（H

M
 G

overnm
ent e-petitions

）
の
運
用
が
開
始
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は

さ
ら
に
二
〇
一
五
年
七
月
か
ら
議
会
と
政
府
の
共
同
に
よ
る
電
子
請
願
シ
ス
テ
ム
と
し
て
運
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
一
〇
万
以
上
の
請

（
九
三
六
）



ブ
レ
グ
ジ
ッ
ト
と
イ
ギ
リ
ス
憲
法
（
加
藤
）

九
九

願
を
得
た
も
の
に
関
し
、
請
願
委
員
会
に
回
付
し
、
政
府
ま
た
は
議
会
で
一
定
の
考
慮
が
払
わ
れ
、
回
答
ま
た
は
討
議
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
。
一
万
を
超
え
る
請
願
に
対
し
て
は
政
府
が
回
答
し
、
一
〇
万
を
超
え
る
請
願
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
議
会
で
審
議
の
対
象
と
な
り
う
る
か

検
討
さ
れ
る
。
今
井
良
幸
「
請
願
権
の
再
検
討
│
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
電
子
請
願
制
度
か
ら
の
示
唆
│
」（
名
城
’16
） 66-1/2-1

、
一
〇
│
一
七
頁

参
照
。

（
41
） 

議
会
に
依
れ
ば
、
こ
の
ウ
ェ
ッ
ブ
サ
イ
ト
は25 N

ovem
ber 2016

に
受
付
を
閉
じ
た
。
最
終
的
に
、
署
名
者
は
四
、一
五
〇
、二
六
二
で
あ
っ
た
。

（
42
） B

rexit
か
らB

regret

へ
。
二
〇
一
六
年
六
月
二
四
日
の
ニ
ュ
ー
ス
。L

ondon 

（C
N
N
, June 24, 2016

）F
rom

 B
rexit to R

egrexit -- 

an online petition dem
anding a second referendum

 on B
ritain ’s decision to leave the E

U
 has passed 3 m

illion signatures. B
y 

S
unday m

orning, 3,048,000 people had signed the petition on the offi  cial U
K
 P

arliam
ent w

ebsite. T
hat num

ber takes it w
ell 

over the 100,000-signature threshold needed to force a debate on the issue by m
em

bers of P
arliam

ent, Jam
es M

asters, C
N
N
. 

首
相
は
、
二
〇
一
六
年
六
月
二
七
日
に
下
院
で
、
声
明
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
今
回
の
国
民
投
票
は
、
三
千
三
百
万
人
に
よ
る
イ
ギ
リ
ス
史
上
、

最
も
大
き
な
民
主
的
な
経
験
の
一
つ
だ
っ
た
。
首
相
と
政
府
は
、
こ
れ
は
一
世
代
に
一
回
（a once in a generation vote

）
の
選
挙
民
に
依
る
試

み
だ
っ
た
と
さ
れ
る
。「
こ
の
決
定
は
尊
重
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。」
と
述
べ
た
。

（
43
） 

議
会
は
一
〇
万
人
を
超
え
る
署
名
を
集
め
た
請
願
に
つ
い
て
は
議
論
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
法
的
強
制
力
は
な
い
。
政
府
は
、

二
〇
一
六
年
国
民
投
票
法
に
は
も
と
も
と
選
挙
結
果
に
対
し
て
何
の
条
件
を
も
付
け
て
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
請
願
に
答
え
て
政
府
は
二
度
目
の

国
民
投
票
は
や
る
つ
も
り
は
な
い
と
結
論
し
て
い
る
。

（
44
） 

投
票
率
六
八
・
七
％
、
保
守
党
三
一
八
議
席
（
得
票
率
四
二
・
四
％
）、
労
働
党
二
六
二
議
席
（
得
票
率
四
〇
・
〇
％
）。

（
45
） 

社
会
的
保
守
政
策
を
掲
げ
る
Ｄ
Ｕ
Ｐ
は
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
と
イ
ギ
リ
ス
と
の
連
合
を
支
持
し
、
ブ
レ
グ
ジ
ッ
ト
を
支
持
す
る
。
Ｄ
Ｕ
Ｐ
の
党

首
は
ア
ー
リ
ー
ン
・
フ
ォ
ス
タ
ー
。
二
〇
一
五
年
五
月
の
総
選
挙
で
八
議
席
だ
っ
た
が
、
こ
の
た
び
の
二
〇
一
七
年
六
月
の
総
選
挙
で
一
〇
議
席
と

伸
ば
し
た
。

（
46
） 

投
票
率
六
八
・
七
％
、
保
守
党
三
一
八
議
席
（
得
票
率
四
二
・
四
％
）、
労
働
党
二
六
二
議
席
（
得
票
率
四
〇
・
〇
％
）、
民
主
統
一
党
一
〇
議
席

（
得
票
率
〇
・
九
％
）、
議
席
総
数
六
五
〇
（
過
半
数
三
二
六
）。

（
九
三
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

一
〇
〇

（
47
） 

二
〇
一
七
年
六
月
の
総
選
挙
で
は
三
五
議
席
と
減
ら
し
た
。
ウ
ェ
ー
ル
ズ
の
地
域
政
党
は
二
〇
一
五
年
の
総
選
挙
で
三
議
席
だ
っ
た
が
、

二
〇
一
七
年
の
そ
れ
で
四
議
席
と
わ
ず
か
だ
が
、
増
え
て
い
る
。

（
48
） 
二
〇
一
四
年
五
月
欧
州
議
会
選
挙
結
果
：
投
票
率
三
五
・
六
％　

総
議
席
数
七
三

Ｕ
Ｋ
Ｉ
Ｐ
二
四
議
席　

労
働
党
二
〇
議
席　

保
守
党
一
九
議
席

（
二
〇
一
四
年
六
月
一
一
日R

eserch P
aper 14/32 H

ouse of C
om

m
ons L

ibrary

）

（
49
） 

マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
サ
ッ
チ
ャ
ーM

argaret H
ilda T

hatcher, B
aroness T

hatcher, 

一
九
二
五
年
一
〇
月
一
三
日
〜
二
〇
一
三
年
四
月
八
日
。

首
相
在
任
：
一
九
七
九
年
〜
一
九
九
〇
年
の
一
一
年
間
。

（
50
） 

ト
ニ
ー
・
ブ
レ
アA

nthony C
harles L

ynton B
lair, 

一
九
五
三
年
五
月
六
日
〜
。
首
相
在
任
期
間
：
一
九
九
七
年
五
月
二
日
〜
二
〇
〇
七

年
六
月
二
七
日
の
一
〇
年
間
。

（
51
） 

こ
の
と
き
、
保
守
党
と
自
由
民
主
党
の
合
計
は
四
七
・
六
％
を
得
票
し
た
の
に
、
三
二
・
一
％
の
議
席
数
し
か
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
の
よ

う
な
不
合
理
が
生
じ
る
の
も
、
小
選
挙
区
制
の
特
徴
で
あ
る
。
二
〇
〇
一
年
の
総
選
挙
に
置
い
て
も
、
労
働
党
は
再
び
四
三
％
の
得
票
率
だ
っ
た
の

に
、
全
部
で
六
五
九
議
席
あ
る
う
ち
、
四
一
三
も
の
議
席
が
与
え
ら
れ
、
議
会
に
お
い
て
強
力
な
地
位
を
築
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。
渡
辺
輝
人
「
疲

弊
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
小
選
挙
区
制
」（JL

A
F
 K

yoto
）http://kyoto-jlaf.jp/new

s/2011/09/post-30.htm
l.

（
52
） In polls carried out betw

een 1999 and 2000, m
ore than 60%

 of the people asked claim
ed that they w

ould favour a system
 

of proportional representation 

（P
R

） to m
ake the electoral system

 m
ore fair and the results m

ore representative. B
y C

.N
. 

T
ruem

an, F
irst past th

e post, 27 M
arch 2015.

（
53
） 

前
掲
注（
38
）を
再
度
参
照
の
こ
と
。

（
54
） 

一
九
七
五
年
三
月
に
公
表
さ
れ
た
白
書
に
よ
れ
ば
、
再
交
渉
の
た
め
の
項
目
は
：
①
Ｃ
Ａ
Ｐ
、
②
Ｅ
Ｅ
Ｃ
予
算
、
③
イ
ギ
リ
ス
連
合
と
の
関
係
、

そ
し
て
④
地
域
・
産
業
政
策
に
関
す
る
イ
ギ
リ
ス
独
自
の
政
策
の
追
求
権
、
の
四
分
野
だ
っ
た
。

（
55
） V

ernon B
ogdanor, Ibid

.

（
56
） 

ヴ
ァ
ー
ノ
ン
・
ボ
グ
ダ
ナ
ー
、
拙
訳
、「
イ
ギ
リ
ス
と
欧
州
共
同
体
」（
下
）
駿
河
台
法
学
第
九
巻
二
号
五
二
頁
参
照
。

（
九
三
八
）



ブ
レ
グ
ジ
ッ
ト
と
イ
ギ
リ
ス
憲
法
（
加
藤
）

一
〇
一

（
57
） L

ucy A
tkinson and A

ndrew
 B

lick, Ibid
., at pp 40-56. 

な
お
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
保
守
党
に
も
現
れ
る
Ｅ
Ｕ
懐
疑
派
議
員
で
あ
る
が
、

上
に
見
た
よ
う
に
、
労
働
党
の
今
日
の
Ｅ
Ｕ
懐
疑
派
は
、
Ｅ
Ｃ
加
盟
時
か
ら
一
九
七
五
年
の
国
民
投
票
時
に
そ
の
ル
ー
ツ
を
求
め
ら
れ
よ
う
。

（
58
） 

E
u

ro M
om

en
ts 1975: V

ote Yes, B
B
C
, 17 M

ay 2014.

（
59
） A

nn L
eyon, Ibid

., at p. 452.

（
60
） E

uro M
om

ents 1975, Ibid
.

（
61
） 

ブ
ル
ー
ジ
ュB

ruges

に
あ
る
欧
州
大
学
院
で
の
演
説
。
そ
れ
は
、
連
邦
主
義
者
の
ひ
と
り
で
あ
り
、
一
九
八
〇
年
中
盤
の
市
場
統
合
の
立
役

者
と
も
な
っ
た
ジ
ャ
ッ
ク
・
ド
ロ
ー
ル
欧
州
委
員
会
委
員
長
（
在
任
一
九
八
五
年
〜
一
九
九
五
年
）
が
、
一
九
八
八
年
七
月
に
、
欧
州
議
会
で
演
説

し
た
将
来
の
欧
州
統
合
の
姿
に
つ
い
て
、
よ
り
加
盟
各
国
の
主
権
を
制
限
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
と
示
唆
し
た
こ
と
に
反
発
し
て
サ
ッ

チ
ャ
ー
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
演
説
で
あ
る
。
彼
女
は
、
こ
の
ブ
ル
ー
ジ
ュ
演
説
で
、
欧
州
連
邦
の
よ
う
な
枠
組
み
に
強
く
反
対
し
た
。

（
62
） 

キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
は
、
多
く
の
保
守
派
議
員
が
待
ち
望
ん
で
い
た
待
望
の
演
説
（his long aw

aited speech

）
で
、
次
回
の
総
選
挙
で
勝
利

す
れ
ば
、
二
〇
一
七
年
末
ま
で
に
国
民
投
票
を
開
催
す
る
こ
と
を
約
束
し
た
。S

ee e.g.: B
B
C
 N

ew
s, 23 January 2013.

（
63
） T

he L
ondon S

chool of E
conom

ics and P
olitical S

cience, B
rexit: E

uroscepticism
 in the C

onservative P
arty: the role of 

nationalism
 and electoral pressures: http://blogs.lse.ac.uk/brexit/2015/12/31/euroscepticism

-in-the-conservative-party-the-

role-of-nationalism
-and-electoral-pressures/.

（
64
） 

Ｅ
Ｕ
加
盟
に
懐
疑
的
で
は
あ
る
が
、
究
極
的
に
は
Ｅ
Ｕ
に
残
留
し
た
い
と
考
え
る
懐
疑
派
を
ソ
フ
ト
な
懐
疑
派
（S

oft E
urosceptics

）
の
閣

僚
が
い
る
。
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
の
ほ
か
、
大
法
官
ジ
ョ
ー
ジ
・
オ
ズ
ボ
ー
ン
（G

eorge O
sborne

）
ら
。
ま
た
、
こ
れ
よ
り
は
強
い
Ｅ
Ｕ
懐
疑
派

（P
otential leavers

）
だ
が
、
再
交
渉
で
有
利
な
条
件
を
勝
ち
取
れ
ば
Ｅ
Ｕ
残
留
も
受
け
入
れ
る
と
す
る
閣
僚
と
し
て
労
働
・
年
金
大
臣
の
ダ
ン
カ

ン
・
ス
ミ
ス
（Iain D

uncan S
m
ith

）
の
よ
う
な
閣
僚
が
い
る
。
キ
ャ
メ
ロ
ン
も
こ
の
派
と
捉
え
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
、
Ｅ
Ｕ
の
や

り
方
に
嫌
悪
し
、
Ｅ
Ｕ
か
ら
離
脱
す
べ
し
と
唱
え
る
ハ
ー
ド
な
（
強
硬
）
Ｅ
Ｕ
離
脱
者
、
例
え
ば
、
司
法
大
臣
の
マ
イ
ケ
ル
・
コ
ー
ヴ
（M

ichael 

C
ove

）
達
が
い
る
。S

ee e.g.; E
uroscepticism

 in the C
onservative P

arty: the role of nationalism
 and electoral pressures, L

S
E
 

B
rexit, at 2/4. 

防
衛
大
臣
だ
っ
た
マ
イ
ケ
ル
・
フ
ァ
ロ
ン
は
国
民
投
票
の
前
年
「
昨
年
、
内
閣
の
す
べ
て
の
閣
僚
は
Ｅ
Ｕ
懐
疑
派
だ
っ
た
。」
と

（
九
三
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

一
〇
二

語
っ
た
こ
と
が
あ
る
： E

U
 referendum

: w
hich side are cabinet m

inisters on?, 20 M
arch 2016, https://w

w
w
.theguardian.com

/politics/

ng-interactive/2016/feb/20/eu-referendum
-w

hich-side-are-cabinet-m
inisters-on.http://blogs.lse.ac.uk/brexit/2015/12/31/

euroscepticism
-in-the-conservative-party-the-role-of-nationalism

-and-electoral-pressures/.

（
65
） 

Ibid
.

（
66
） 

Ibid
. 

Ｅ
Ｕ
加
盟
に
懐
疑
的
で
は
あ
る
が
、
究
極
的
に
は
Ｅ
Ｕ
に
残
留
し
た
い
と
考
え
る
保
守
党
の
懐
疑
派
（
彼
ら
をS

oft E
urosceptics

と

い
う
）
の
閣
僚
。
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
の
ほ
か
、
大
法
官
ジ
ョ
ー
ジ
・
オ
ズ
ボ
ー
ン
（G

eorge O
sborne

）
ら
。
ま
た
、
こ
れ
よ
り
強
い
Ｅ
Ｕ
懐
疑

派
（P

otential leavers
）
で
は
あ
る
が
、
再
交
渉
で
有
利
な
条
件
を
勝
ち
取
れ
ば
Ｅ
Ｕ
残
留
も
受
け
入
れ
る
と
す
る
大
臣
と
し
て
労
働
・
年
金
大

臣
の
ダ
ン
カ
ン
・
ス
ミ
ス
（Iain D

uncan S
m
ith

）
の
よ
う
な
閣
僚
が
い
る
。
キ
ャ
メ
ロ
ン
も
こ
の
派
と
捉
え
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。S

ee e.g.; 

E
uroscepticism

 in the C
onservative P

arty: the role of nationalism
 and electoral pressures, L

S
E
 B

rexit, at 2/4. http://blogs.

lse.ac.uk/brexit/2015/12/31/euroscepticism
-in-the-conservative-party-the-role-of-nationalism

-and-electoral-pressures/.

（
67
）　

残
留　

投
票
数

一
六
、一
四
一
、二
四
一

四
八
・
一
一
％

離
脱　

投
票
数

一
七
、四
一
〇
、七
四
二

五
一
・
八
九
％

有
効
投
票
数

三
三
、五
五
一
、九
八
三

九
九
・
九
二
％

無
効
も
し
く
は
白
票
数

二
六
、〇
三
三

〇
・
〇
八
％

投
票
総
数

三
三
、五
七
八
、〇
一
六

一
〇
〇
・
〇
〇
％

登
録
有
権
者
数

四
六
、五
〇
一
、二
四
一

七
二
・
二
一
％

（
68
） 

た
だ
し
、
一
〇
月
の
党
大
会
ま
で
の
三
ケ
月
間
は
引
き
続
き
首
相
を
務
め
る
と
表
明
。

（
69
） T

he four key points from
 D

avid C
am

eron ’s E
U
 letter dated 10 N

ovem
ber 2015.

（
70
） 

こ
れ
に
対
し
て
、
一
九
七
五
年
に
ウ
ィ
ル
ソ
ン
首
相
が
国
民
投
票
を
打
ち
上
げ
た
時
、
加
盟
条
件
を
再
交
渉
す
る
と
し
た
条
件
と
は
、
前
述
し

た
よ
う
に
、
主
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｃ
予
算
に
対
す
る
分
担
金
の
軽
減
、
Ｃ
Ａ
Ｐ
の
名
で
知
ら
れ
る
共
通
農
業
政
策
の
改
革
な
ど
、
国
民
に
比
較

的
分
か
り
や
す
い
提
案
だ
っ
た
。

（
71
） O

kólski and others, P
olish E

m
igration to the U

K
 after 2004; W

hy D
id so m

any com
e?, C

entral and E
astern E

uropean 

（
九
四
〇
）



ブ
レ
グ
ジ
ッ
ト
と
イ
ギ
リ
ス
憲
法
（
加
藤
）

一
〇
三

M
igration R

eview
, V

ol. 3, N
o. 2, 2014, pp. 11-37.

（
72
） 

庄
司
克
宏
論
文
「
イ
ギ
リ
ス
脱
退
問
題
と
Ｅ
Ｕ
改
革
要
求
│
法
制
度
的
考
察
│
」
阪
南
論
集　

Vol. 

51   

No 

3
、
三
三
│
四
一
頁
参
照
。

（
73
） 
庄
司
克
宏
、
同
右
論
文
、
四
〇
頁
参
照
。

（
74
） 
拙
稿
「
欧
州
統
合
の
新
た
な
展
開
と
イ
ギ
リ
ス
憲
法
の
課
題
」
駿
河
台
法
学
（
一
九
九
〇
年
）
第
四
巻
第
一
号
及
び
前
掲
注（
35
）参
照
。

（
75
） E

U
 speech at B

loom
berg by P

rim
e M

inister D
avid C

am
eron, 23 January 2013, G

ov. U
K
 C

abinet offi  ce.

（
76
） 

前
掲
拙
稿
一
一
頁
参
照
。

（
九
四
一
）



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




